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巻頭言

異例の事態のなかで、
元気に活動を進めています

幹 事 長　  谷  英 樹 （43 期）

私ども 2020 年度執行部は、４月に就任
し、直ちに活動を開始しました。それ自体
は例年と変わるところはありませんが、今
年は、新型コロナウィルスの感染が広がり、
感染防止が重要な課題となるなかでの異例
の活動開始でした。その後も、感染は収束
するどころか、ますます広がってきたとい
う実情にあります。

いうまでもありませんが、会派の活動は、
その性質上、各種の会議や研修・意見交換
会などの企画、親睦企画など、直接顔を合
わせる会合による活動が中心を占めます。
感染防止のために会合ができないとなる
と、会派の活動そのものに支障が生じ、こ
れまでと同じように活動することができな
いのではないかということが大きな問題と
なりました。しかし、各委員会では、Web
会議の技術を活用するなど様々な工夫をす
ることにより、旺盛に活動に取り組んでい
ただき、これまでと遜色のない活動を展開
する状況が生まれています。

Web 会議の活用による研修、
意見交換会

まず、研修については、次のとおり、こ

れまで３つ実施され、今後も実施が予定さ
れています。

・４月 28 日「新型コロナウィルスによ
る特例措置としての雇用調整助成金に
ついて」

・７月８日「ポストコロナ時代に知って
おくべき事業再生のメニューと経営者
保証ガイドラインの運用」

・９月３日「ポストコロナ時代に知って
おくべき労働問題とその対応について

（労働者側の視点から）」
さらに、政策委員会の企画では、６月

15 日に「大阪弁護士会女性理事者の割合
を高めるポジティブ・アクション」って何？
～それって、どんなふうにするの？～」が
開かれました。11月にも、コロナ問題をテー
マとするシンポジウムを予定しており、そ
の準備として、新型コロナウィルスの業務
への影響に関する会員アンケートも実施し
ています。

これらの研修や政策に関する意見交換会
などの内容をみると、私たち弁護士が今ま
さに直面している問題を取り上げ、かつ、
適切な内容で実施していただいており、コ
ロナ禍のもとでの取り組みとして、特質す

べき活動をしていただいているものと思い
ます。

なお、Zoom ミーティングを利用する場
合、無償のプランでは 100 人までの参加し
かできず、実際に研修で支障が生じたため、
多人数の参加に対応できるように、Zoom
の有償プランを契約し、活用いただけるよ
うにしています。

また、広報委員会では、月に１回、ニュー
スレターを発行するという新たな取り組み
を進めています。これも、情報伝達と会員
間のコミュニケーションを図るうえで貴重
なツールになっているものと思います。

親睦や若手会も、感染防止対策を万全に
しながら、企画を進めているところです。

各委員会の創意工夫に満ちた取り組みに
対し、改めて感謝申し上げたいと思います。

幹事会と選考委員会での
Zoom ミーティングの利用

次に、幹事会と選考委員会ですが、具体
的には、Zoom ミーティングなどオンライ
ンによる参加を可能とするかどうか、また
これを出席と認めるかどうかという問題が
提起されました。この点については、幹事
会と選考委員会でも議論いただき、執行部
としては、Zoom ミーティングによる参加
を出席と扱うという判断をしました。

この場合問題となるのは「出席」（会則
６条６項、選考委員会規則６条２項）の文
言をどう解釈するかということです。会則
に基づく意思決定のための会議という性格
上、出席というためには、すべての出席者
が議長および他の発言者の発言を含む会議
の状況をあまねく認識することができると

ともに、必要なときにいつでも発言を求め
ることができ、かつ、適式に表決に参加で
きることが確保されていなければなりませ
ん。逆にいえば、これらが確保されるなら
ば、必ずしも物理的に会場にいることは必
要ではなく、会場とオンラインで結ばれた
方法によって参加する場合も出席と解釈
することができるのではないかと考えまし
た。

こうした解釈のもと、幹事会は７月の第
４回から、選考委員会は７月の第２回から、
Zoom ミーティングによる参加も出席と扱
うこととしています。その結果、多くの幹
事、選考委員の出席をいただき、円滑に会
議を開催しています。

役員候補者の推薦にむけて
こうしたなかで、会派の重要な任務であ

る役員候補者の推薦についても、会則や規
則に定められたスケジュールに従って、手
続を進めました。その結果、７月の選考委
員会で副会長推薦候補者を選考しました。
これを受けて 12 月の総会でご審議をいた
だくことになっています。

おわりに
以上、これまでの執行部と委員会の取組

を振り返ってきましたが、執行部は、異例
の事態のなかで、元気に活動を進めていま
す。そろそろ任期の半分が経過しようとし
ていますが、今後とも、状況に応じ、柔軟
に創意工夫をしながら取組みを進めていき
ますので、ご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。
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　副会長　岩 本  朗 （47 期）

執筆時点で就任から４ヶ月が経ちまし
た。大方の皆様が今日のような社会の状況
を想像しておられなかったのと同じよう
に、私自身もこのような状況は全く想像し
ていませんでした。就任直後の４月８日に
緊急事態宣言が発出され、日々、covid-19
対応に追われることになりました。

弁護士会には歴代役員によって整備され
たリスク管理マニュアルがあります。様々
なリスクに対して個別の対応策が整理され
ており、新型インフルエンザへの対応マ
ニュアルも存在するのですが、長期間にわ
たって会館の利用を制限したり、面談法律
相談を中止することを想定したマニュアル
は存在しませんでした。このため、今年度
執行部は、始動直後に新型コロナ対策本部
を立ち上げ、昨年度執行部等からも本部に
加わっていただき、連日これまで想定した
ことのない対策を議論することになりまし
た。

会館の完全閉鎖をせずに会の活動を継続
したこと、面談相談を電話相談に切り替え、
法律相談を中断せずに継続したこと、新型
コロナ無料電話相談を継続し、拡大したこ

となど、当会の対応は他の単位会や日弁連
と比較して積極的なものになったと思いま
す。法律相談センターは、私の担当でした
ので、４月はかなりの時間をとって１階の
法律相談部で執務をしました。執行部とし
ては、集まって行う会議の開催自体も制約
される状況下で、短期間に重要な決断をせ
ざるをえず、決定の手順にも内容にも少な
からず問題があっただろうと思います。そ
れにもかかわらず、春秋会員をはじめ、会
員の皆さんが理事者の方針を大きくは理解
していただき、協力していただいているこ
とに心から感謝いたします。

対策を議論する中で感じたことですが、
covid-19 感染のリスクに対する感受性、受
け止め方は会員それぞれの置かれた立場や
環境によって相当異なっています。高齢の
ご家族と同居している会員、障がいのある
ご家族と同居している会員、幼い子どもを
養育している会員等は、やはりリスクは最
大限回避したいと考えておられると思いま
す。私自身は、高齢の両親とは遠く離れて
生活しており、自分自身は感染した場合の
リスクが小さいと考えられる年代の成長し

た子どもたちと同居して生活しているた
め、どうしてもリスクを軽視しがちです。
執行部の中にも様々な意見があり、基本的
に慎重な意見を尊重して意思決定をしてい
くことになりました。

今回の危機の中で、弁護士や弁護士会の
活動のあり方も大きく変わったと思いま
す。私も必要に迫られて、短期間にホスト
役を含めてウェブ会議に習熟しましたが、
ウェブ会議あるいはリアルとのハイブリッ
ド会議にすることで、事務所が会館の近隣
に所在していない会員や子育て中で在宅勤
務をしている会員等も参加しやすくなり、
常議員会や委員会の出席率が目に見えて上
昇しています。確かに、議論が紛糾するよ
うな会議の場合はやりにくさがあります
し、独特の疲労感を伴うという問題もあり
ますが、感染防止対策が必要なくなった後
も、ウェブ会議の活用は続けていくべきだ
ろうと思います。

私は、厚生・会員サポートや協同組合も
担当しています。コロナ禍により、事務所
経営が厳しい状況に置かれ、経済的な苦境
に陥っている会員もあるかと思います。会
が主体となって行えるサポートには自ずか
ら限界がありますが、会員の業務や生活を
支えるための施策についても引き続き取り
組んでいきたいと思います。

当然ながら、海外渡航を伴う行事も中止
になりました。３月に予定されていました
春秋会の台湾への旅行は中止（延期）とな
りましたが、私が個人的にとても楽しみに
していたソウル弁護士会との交流会（本来
は、ソウルにて開催予定）もウェブ会議に
切り替えて行うことになりました。私は、
恥ずかしながら、10 年以上海外旅行に出
かけたことがなく、これに備えて久しぶり
に日本国旅券を取得したのですが、残念な
がらデスクの引き出しに大事にしまったま
まになっています。

川下会長率いるチーム 2020 の一員とし
て、自分の意図と関係なく偶然組まれた
チームで共同作業をし、他の副会長たちと
濃密な時間を過ごしていく少し不思議な経
験をしています。あえてたとえると、クラ
ス替えでひとつのクラスに入れられた生徒
の感覚に近いでしょうか。事務所の規模や
専門分野、これまでの経験が全く異なるメ
ンバーと会務の様々な課題について議論す
るのはとても刺激的な経験です。こんな状
況ですが、基本的にみんな前向きで、コロ
ナ禍にはめげずに頑張っています。

春秋会の皆様に支えられていることに感
謝しております。会館で見かけた際には気
軽に声をお掛け下さい。また、役員室にも
お立ち寄り下さい。

コロナ禍吹き荒れる中で
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メディア法務・エンターテインメント
法務に関する雑感

メディア法務・エンターテインメント法務に関する雑感 ｜ 特集 Ⅰ

特 集 1

まずは、私の自己紹介をさせていただき
ます。私は、元々、メディア業界で社会人
生活をした後、弁護士になりました。その
ような経歴もあり、メディア業界・エンター
テインメント業界に関わる仕事を少しばか
りさせて頂いております。目立つところで
は、「リーガルハイ」（フジテレビ系列）、「リー
ガルＶ」（テレビ朝日系列）等のドラマ・映
画の法律監修等といったところだと思いま
す。そのような個人的な知見から感じてい
るメディア法務、エンターテインメント法
務について、少し書かせて頂きます。

最近では、メディア法務、エンターテイ
ンメント法務に関する書籍等も出版されて
きており、その存在は法律家の間でも知ら
れてきているように感じます。ただ、メディ

ア、エンターテインメントといっても関わる
領域は一義的なものではなく、テレビ、新聞、
出版、インターネット、広告、映画、アニメ、
演劇、音楽といった様々なコンテンツ・メ
ディア媒体があり、また、テレビ局等の会
社からアーティストのような個人まで幅広
い関係当事者が関わる分野です。法律とい
う観点からすれば、著作権法、商標法、不
競法、景表法はよく扱う法領域になります
が、それ以外にも、個人情報保護法、独禁
法・下請法、労働法関係等もよく関連する
法領域です。また、テレビ局なら放送法と
いう業界特有のやや特殊な法領域もありま
す。あと、名誉毀損・プライバシー、肖像
権・パブリシティ権もよく検討をする法領
域になります。そして、昨今話題になって

きた芸能人と芸能プロダクションの専属契
約、アニメや映画等を製作する際に組成さ
れる製作委員会契約等の独特な契約形態や
それに沿った実務も存在しております。ど
の分野にも共通することだと思いますが、
メディア業界・エンターテインメント業界
は、「業界慣行」がそれなりにありますので、
弁護士としてはこの「業界慣行」をある程度、
理解・認識する必要があると思います。例
えば、著作権法に定義がない「原盤権」な
る用語が飛び交っていたりします。私のよ
うな元々、業界にいた人間なら、この「業
界慣行」が肌感で分かる場合もありますが、
全く関わりのない弁護士にとっては、ここ
が一つの関門ではないかと思われます。業
界のことを知らない／知ろうとしない専門
家の発言等は信用されないものであり、ま
ずは、ここをしっかりと「教えてもらう」「勉
強する」という姿勢が重要なように思いま
す。また、上記したとおり、扱う法領域も
多岐にわたりますので、その法分野に精通
する必要がありますが、これは実務の中で
やっていけば自然と習得できるものですの
で、この点は問題ないかと思います。そして、
最大の関門ですが、東京にメディア・エン
ターテインメントに関わる会社・人が集中
しているということです。そのため、メディ
ア法務、エンターテインメント法務に関わ
るに際しては、大阪の弁護士にとっては、
この「東京」問題が最も厚い壁になってい
るのではないかと、私自身の肌感としては
あります。そして、私もこの「東京」問題
をなかなかクリアできず、悪戦苦闘してい
るというのが今の実態です。

さて、話題を変えまして、メディア法務、

エンターテインメント法務の魅力は何かと
いうことについては、関わっている弁護士
によってそれぞれであると思いますが、私
個人は、表現の自由の担い手である報道機
関やメディア機関の弁護が出来るというこ
とと文化的モノづくりに関わることが出来
るということが魅力ではないかと感じてお
ります。まず、民主主義の根幹は憲法 21 条
に定める表現の自由にあり、その担い手と
して報道機関やメディア機関があると思い
ます。確かに、報道機関やメディア機関が
過ちを行うことはありますが、そのような
過ちも含め、その是正や発展に寄与できる
ということは、日本の民主主義に貢献でき
る一つのあり方だと感じており、それはと
てもやり甲斐を感じております。また、人
間は文化的生き物であり、その文化的モ
ノづくりの担い手の組織や方々のクリエイ
ティブなあり方を支えるような仕事ができ
ることは、純粋に楽しいと感じております。
つきつめれば、純粋にメディアやエンター
テインメントが好きということがこの分野
に関わっている理由な気がします。やはり、
好きこそものの上手なれ、ではありません
が、好きなことを仕事で出来ることはとて
も幸せなことだと思います。そのような境
遇にあることは、ただただ、感謝に尽きます。

散文的に色々と書いてきましたが、メディ
ア法務、エンターテインメント法務はまだ
まだマイナーな領域ではありますが、多く
の先生方が関心を持っていただければ、日
本のメディア、エンターテインメントの発
展につながっていくのではないかと存じま
すので、ちょっとのぞいていただければと
存じます。

室谷 光一郎 （新 62 期）
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大先輩インタビュー
滝井朋子先生（15 期）

1.

「勉強を続けることよ」と、滝井朋子先
生は私の目をまっすぐに見て仰いました。

「そして、自分にしかできない仕事をする
の。」
「弁護士は、誰にでもできるような仕事

ばかりしていたりする。全て、大事な仕事
ではあるけれどもね。」
「でも、誰でもできる仕事ばかりしてい

ると、選ばれないわけですよ。これぞとい
う仕事をしようと思ったら、選ぶ候補者は
いくらでもいる、その中から選ばれなきゃ
ならないの。」

少し言葉は異なるかもしれないですが、
第 15 期、お話を伺っている私の 57 年上の
大先輩の言葉でありました。

滝井先生の信念および生きてこられた仕
事人生については、春秋会会報 2010 年４
月号の、小橋るり先生御手による秀逸なる
インタビュー記事に生き生きと掲載されて
おり、それを是非ともお読みいただきたい
ところですが、その記事の中で私がお聞き
したいと思ったのは、「法律家が立法作業
に携わるという構想」と、「完成するまで
は一人でやれば 10 年かかると思うけれど
も、どうしてもやっておきたいこと」につ
いてでした。

2. 法律家が立法に
　 携わるべきだという構想について

滝井先生は、私に、一つの判例を見せて
くださいました。先生の御専門分野である

知的財産法の、特許法に関わる知財高裁平
成 30 年９月 10 日第二部判決（審決取消請
求事件）です。

ご存じのように、特許出願すると、査定
→審判→審決取消訴訟（知財高裁）→最高
裁と手続は進んでいくのですが、この判決
で問題となっている手続の段階を簡単に説
明すると以下のようになります。出願時に
出願人が明細書に記載した範囲の中で権利
が成立する、その権利になる前なら何度も
明細書の補正ができる、権利が成り立たな
いときは拒絶査定がなされる、その拒絶に
は理由の通知が必要になる、拒絶査定には
不服審判請求ができてそれと同時に補正も
できる。そしてこの事案は、特許庁が出願
人に対し、不服審判請求時の補正について
改めて拒絶理由通知をすることなく、補正
を却下して、不成立審判を下したことが、
違法であると判断したものです。

詳細は省きますが、ぜひとも特許法の条
文を一読してください。特許法（以下同じ）
159 条２項で拒絶査定不服審判において査
定の理由と異なる拒絶の理由を発見した時
には、拒絶理由の通知を必要と定める 50
条が準用され、50 条但書を見ると、補正す
ることができる 17 条の２の第１項にあた
る場合で 53 条１項の補正の却下をする時
は通知はいらないと書かれており、53 条１
項を見ると、17 条の２の第５項２号（特許
請求の減縮を目的とする補正）に違反する
時は補正を却下すると書かれ、17 条の２の
第６項には、前記同条第５項２号の時には

126 条第７項を準用すると書かれてあり、
そして 126 条第７項は、権利が認められた
後、特許権者が権利の範囲の訂正審判を請
求する時に、ちゃんと特許要件を充たすも
のにすべきという規定です。つまり辿って
いくと、特許庁の判断通り、判例の事案
のような補正の時には拒絶理由通知は不要
と、条文上読めなくはないのですが、知財
高裁は、これをひっくり返したというもの
です。

滝井先生は、私が上記内容をやっとこさ
理解したように見えた時分を見計らったう
えで、「わけわからんでしょ。これ、手続
きの段階が全く違う段階のものを準用する
など、読む人が理解しやすいようにという
配慮が不足だから、こうなるわけですよ。
補正は権利になる前の段階、訂正審判は権
利が成立した後の条文でしょ。何を意味し
ている規定か、理解してからでないと、条
文の立て付けが理解できないのよ。出願し
ようとしている人にとって、出願の段階な
のに、訂正審判を勉強しないとわからない
でしょ。」「法律はもっと読む人にわかりや
すくなければならないと、私は思うわけで
すよ。」

先生は、法律家、つまり、司法試験に合
格し修習を終えた人間が法律を作ったなら
ば、このような条文は作らない、条文の立
て付けや、どういうことを実現したくて一
つ一つの条文を置いたのかを、条文を読め
ばわかるように作るはずである、と仰いま
した。「法律家が立法に携わらなければな
らないのではないかというのが私の意見
で、そうすれば法律がとても読みやすくな
るのではないか、と言ったのですよ。」

3. 10 年の御計について

滝井先生は、法律家は立法時点から法律
に携わらなくてはいけないと、常に考えて
こられたようです。前掲の春秋会会報 2010

年４月号で、滝井先生はこう仰っておられ
ました。「15 期ですから昭和 38 年以来。も
うちょっとで満 47 年ですか。いやー、やっ
ぱり面白かった、今でもおもしろい。その
上、どうしてもやっておきたいことがあり
ます。完成するまでに一人でやれば 10 年
近くかかるかな、と思うのですが。」

この記事が掲載されてから、今年の
2020 年５月でちょうど 10 年が経ちます。
私はこの滝井先生の「どうしてもやって
おりたいこと」について、お尋ねしまし
た。そうすると、滝井先生は私に、ドイ
ツの種苗法のコンメンタールにあたる、
`Sortenschutzrecht（̀邦題「品種保護法」）と、
法律雑誌 `GRUR`（「産業的権利保護と著作
権法」）を見せてくださいました。

この Sortenschutzrecht コンメンタール
の巻末には、有名なドイツの知財判例の索
引が掲載されており、ドイツの連邦裁判所
や下級裁判所、戦前の帝国裁判所の、重
要な判決名、出典、関連する論文などが
載っています。そして、その掲載文献は
`GRUR` であることが多いのです。

特集２

Sortenschutzrecht と GRUR

中西教子（72期）
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先生は、この索引全てに番号を振ったう
えで、一つ一つ GRUR などの掲載文献に
当たって判旨を中心としてお読みになり、
理論をまとめていらっしゃいました。そし
てこれらドイツの法理論を参考にして、日
本の種苗法をどう変えればよいか、構想を
練ってこられた、これが 10 年来の御計で
ありました。
「種苗法は、UPOV という条約に合わせ

ているのだけれど、もっと法律的な体系に
なるべきだと思っていて、条文を組み立て
て、種苗法はこうあるべきだということを
言いたいと思って、勉強してきたのよ。」

私に説明してくださる先生の目は輝いて
いらっしゃいました。重ねて申しますが、
57 年上の大先輩の、目の輝きに私は圧倒さ
れました。

4. 先生のお仕事

滝井先生の執務室には、美しい絵画が何
枚か飾ってあります。

その中の一枚に、画家古家新のご息女で
もあり、画家小磯良平のご門弟でもあり、
先生の大学の先輩でもいらっしゃった、画
家の古家玲子氏が、滝井先生を描かれた絵
画があります。

民法学者の林良平先生が、滝井先生の執
務室を訪れられた際に、この絵画をご覧に
なって、「こんな絵の前で仕事をするとは、
心臓やなあ。」と仰ったとのこと、しかし、
凛とした先生の美しさがあふれ出た絵画が
飾られた執務室を、私もとても素敵だと思
いました。

先生のお仕事の中で魅力があったこと
は、日弁連の知的財産センターで委員長を
務められた 2002 年からの 10 年間であるそ
うです。
「私がとても魅力を感じていたのはね、

日本の立法作業が全てそこでわかるのです
よ。知財に関してはね。」

特許庁が立法する際に、審議会を開くこ
とはもちろんのこと、法律家の意見を聞く
ため日弁連の委員会の意見を聞く、その過
程で立法の情報が入ることに一番値打ちが
あったと、先生は仰いました。
「それを勉強しているのだもの、それを

知らなければ意味が無いじゃない。法律が
できて雑誌に載ってから法律批評するより
も、意味があると思うわ。今の情報が知り
たかったの。今、日本の中心では何をしよ
うとしているか、立法の現状、立法の行き
先が、日弁連に居たら全てわかるんです
よ。」

日弁連の委員をしていれば、その間、毎
月リアルタイムで立法に関する膨大な資料
が届けられる。それが欲しくて、現在は先
生のお声がけで、大阪の知財委員にいても
その資料を拝見することができるように
なっているそうです。
「本当はね、先にアンテナを張って、情

報を収集して、先に勉強してから、意見を
言うことができれば、最も有益だと思う
の。」

また、先生は、裁判が最も好きだと仰い
ました。きちんと主張したら、きちんと認
められる、そんな裁判はやはりやりがいが

あり、楽しい、とのことでした。

5. その他のお話

どうやら、弁護士は書面を書くことを嫌
がったら、失格らしいのです。
「書面必要でしょ？書面は率先して書か

なきゃね。で、例えば、弁護士仲間でも何
人かでやることがあるけれど、みんな面倒
くさいから書面書きたくないんだけど、そ
こで率先して書くとかね。しかも書けばよ
いというものではなく、裁判所を説得しな
いと意味ないのだから。」

そうして、書面を書き、実績を積み重ね、
その実績を今度は仲間の弁護士が認めて、
他の事件をする時に声をかけたり、紹介し
てくれたりする、そういうふうにして選ば
れていかなければならない、とは冒頭でも
触れた先生の御言葉です。
「依頼者が、なるほど、こうやって先生

は勝ってくれたのか、とかね。依頼者の紹
介か、弁護士の紹介か、仕事はどっちかで
す。大勢の仕事を見て、その中から選ばれ
なければ意味がありませんよ。」

論文を書くことも同じ理屈だと仰いま
した。「鉱脈を探す」とは前掲春秋会会報
2010 年４月号の中でのお言葉ですが、先生
が若い頃、「滝井さん、これはやっぱし勉
強して、名前を出さないといかん。」とボ
ス弁に言われ、知財を専門にすることにし、
雑誌へ寄稿して、その号で法律家が書いた
記事の中で一番面白いと言われ、次の号の
声がかかり、仕事が繋がっていったといい
ます。だから、事件が来ないのと、原稿の
依頼が来ないのとは、原理は同じこと、頼
まれたら良いものを書く、そういうふうに
して伸びていくのだと、教えられました。

6. 最後に

先生は、ご自身のお母様が仕事をして経
済的に自立したかった、そのお母様の思い

を代わりに実現するために弁護士になられ
たこと、そのお母様が滝井先生のことにつ
いて、「一番困った時に、助けるために神
様がよこしてくれたお使いかと思ったこと
がある」と、滝井先生のお子様に仰ったこ
とがあること、若い頃、刑事事件でやくざ
の交通事故事件を扱い、組長の親分から感
謝されて新地でごちそうになったこと、そ
の他種々数々、お聞きしたことは山盛で、
とてもこの枠内に書ききることができませ
んが、次も次も、と食い下がるしつこい私
を温かい目で御覧になりながら、聞き手の
身にあまるエピソードの数々を教えてくだ
さいました。

語弊を恐れずに申し上げるならば、先生
は、高貴で、清涼感のある方です。

それは、下の者を包み込むように上へと
導く清涼感であり、一つの仕事を長年貫か
れ、本当の意味で高みにたどり着かれた方
が持つ、清涼感でした。

このような機会をいただけたことに、私
は本当に感謝申し上げます。
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特集３

月日

1/30

31

2/ 1

2

3

5

11

13

14

16

17

18

世の中の動き

WHO が国際的に懸念される公衆衛
生上の緊急事態を宣言。
これに伴い、世界的に防疫体制が敷
かれ、武漢市に対して各国民を帰還
させるチャーター便が送られるとと
もに中国以外の国では中国を経由し
ているクルーズ客船から下船できな
い乗客も現れた。
ネットとマスメディア双方が「コロ
ナ」の話題で埋め尽くされ、不正確
な情報（※１）の大量流通や生活必
需品（※ 2）の高額転売が起こる。

中国の感染者が１万人突破。

上海市当局などが国内工場からマス
クを買い上げたことで世界的な供給
不足（※ 3）が起こる。

病院不足（※ 4）に対し、武漢市
は 10 日 間 で 火 神 山 医 院 ( 病 床 数
1,000) を完成させる。

中国は SNS の微博や微信などのの
監視強化を発表。情報発信した北京
の弁護士やキャスター・市民ジャー
ナリストが拘束されたり行方不明と
なる。

WHO が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス を
「COVID-19」と命名。
中国での死者数は計 1,011 人、感
染者数は 4 万 2,000 人を超えた。

中国湖北省は同省全域を封鎖し、不
要不急の外出や集会に対する強制措
置、生活必需品の配給制を行った。
また、外出禁止違反に対して 10 日
以下の勾留を科す通知を行う市も現
れた ( ロックダウン )。

日本の動き

政府は、中国湖北省に滞在歴のある
外国人の入国拒否を決定。新型コロ
ナウイルスによる感染症を「指定感
染症」に。

全国各地でトイレットペーパー不足
に。店頭から多くの衛生用品や巣ご
もり消費関連（※ 2）が消え、高額
転売が相次ぐ。

クルーズ客船ダイヤモンド・プリン
セス号につき、集団感染が発生した
ため、政府は入港拒否して横浜大黒
埠頭沖で停泊させた上、感染症法に
基づく 14 日間の隔離措置が開始さ
れる（最終合計 712 人の感染者が
確認された）。

ダイヤモンド・プリンセス号横浜沖
で 14 日間の船上隔離開始。

国内で初の死亡者が確認された。

厚生労働省が受診の目安を発表。

法曹界の動き

新型コロナウィルス感染症対策１と
して弁護士会館・総合法律相談セン
ターなどでマスク配布・消毒薬設
置。

3 月末を期限として、大阪弁護士会
が主催する市民等が参加する各種イ
ベントを中止または延期とすること
を通知。

※１　26 から27 度のお湯を呑むと殺菌効果がある等防疫に関するもの、○○で感染者が出た・感染者の過半数は外国人である等感染者情報に関するもの、
緊急事態宣言や PCR 検査情報に関するものなど多種多様。

※２　マスク・消毒用アルコール・ガーゼ（防疫・布マスク作成等）、トイレットペーパー・おむつ・生理用品（紙製品が無くなるとの香港発のデマより）、パスタ・カッ
プ麺・小麦粉・ホットケーキミックス・ベーキングパウダー・バター・コーヒー・紅茶・ＰＣ・椅子・机・任天堂 SWICH（巣ごもり消費・リモートワーク関連）、等。

※３　50 枚入りマスクの価格は、元々500 円程度であったところ、1 月頃からマスクの買い溜めがささやかれはじめ、３、４月の頃は 1 万円以上での転売もな
されたため、布マスクづくりが流行る。なお、７月18日現在では 1,500 円程度である。

※４　中国・イタリア・アメリカなどでは、病院の廊下にまで横たわる患者があふれ、国によっては埋葬等が追い付かない勢いであった。

月日 世の中の動き 日本の動き 法曹界の動き

2019 年
11/17

12/  8

31

2020 年
1/ 1

6

7

11

14

16

21

23

26

28

29

中国湖北省出身の男性が最初の症例
である可能性があるが、中国当局は
データを公開せず。

中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎
患者が初めて報告される。

WHO への最初の報告が行われた。

最初の感染者群発生と目される華南
海鮮卸売市場を閉鎖。

原因不明の肺炎が新種のコロナウイ
ルスであることを確認。

中国にて最初の死者発生。

ＷＨＯが新型コロナウイルスを確
認。

台湾・アメリカでの感染者を確認。
以後、世界各国に感染者が広がる。

中国が武漢市の人の出入りの制限を
開始。

中国広東省政府は公共の場でのマス
ク着用を義務付け。

厚生労働省が注意喚起。

国内での感染者を確認。当初は症状
の程度にかかわらず感染者全員の病
院での隔離措置が取られたが、感染
者が増えるにつれて無症状者は借上
げホテルや自宅隔離となった。また
クラスター対策を中心とする防疫策
がとられた。
外国人観光客によるインバウンド
でここ数年景気は好調であり、コ
ロ ナ 禍 前 の 日 経 平 均 年 初 来 高 値
24,115. 95 円を付ける ( 令和 2 年
9 月 14 日時点 )。

マスクが店頭から消え始め、徐々に
高額転売が目立つようになる。

日本人の初感染確認。武漢の客乗せ
たバス運転手。

中国武漢市より政府チャーター第 1
便が帰国。

特集３　 コロナ禍 －何が起き 何を感じ どう過ごしたか？－
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特集３

月日 月日

2/21

25

26

27

28

29

3/ 6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

3/24

25

26

27

28

29

31

4/ 1

2

5

7

世の中の動き 世の中の動き

日本からの渡航者に対する入国制限
を課している国が 7 か国となった。

韓国での感染者が 1,000 人を超え
た。

イタリアでの感染者が 1,000 人を
超え、ヨーロッパでの感染拡大が始
まる。

世界全体での感染者数が 10 万人を
超えた。

世界全体での感染が確認された国・
地域が 100 に到達した。

米トランプ大統領は「中国ウイルス
が世界に拡大している…」等のリツ
イートを行った（※ 5）。
イタリア全土で移動制限始まる。

WHO がパンデミック相当との見解
を示す。

ア メ リ カ が イ ギ リ ス 以 外 の ヨ ー
ロッパからの入国を 30 日間停止す
ると発表し、以後世界各国で入国制
限が広まる。

各国が強制力を持つ法的根拠により
ロックダウン措置を開始。

中国武漢市での感染が終息し始めた
との報道が出る。

イタリアの死亡者数が中国を上回
り、世界最多となる。

英チャールズ皇太子が感染。

アメリカの感染者数が 8 万 3,500
人を超え、世界最多となる。

イギリスの EU 離脱を主導したボリ
ス・ジョンソン首相が感染。

スペインでは不要不急の労働禁止。

世界全体の感染者数が 100 万人を
超えた。

米企業ワクチン臨床試験開始。世界
で 3 番目。

日本の動き 日本の動き

国内での感染者が 100 人を超えた。

厚生労働省「クラスター対策班」設
置。
政府が対策基本方針を発表。

首相が大規模イベント自粛を要請。
北海道 : 鈴木知事が公立小中学校に
休校要請。

政府は、全国すべての小中学校の休
校のほかイベント・スポーツなどの
集会の 2 週間の中止・延期・規模
縮小を要請。

北海道が独自の緊急事態宣言を出
し、4 週間にわたり外出自粛を呼び
かけた。

ディズニーランド＆シー・USJ 臨
時休園開始。

専門家会議が三蜜回避を呼びかけ
る。

政府は「歴史的緊急事態」に初指定。
国民生活安定緊急措置法の政令改正
によりマスクの転売が禁止に。

センバツ高校野球中止決定。

日本は罰則を伴わない改正新型イン
フルエンザ等対策特別措置法を成立
させ、自治体主導での自粛要請を行
うこととなった。
政府はマスクの高値転売を禁止。

大阪 : 吉村洋文知事と兵庫 : 井戸俊
三知事とともに 3 連休の両府県間
の往来自粛要請。
日経平均年初来安値 16,552. 19 円
となる（令和 2 年 9 月 14 日現在）。

任天堂 SWITCH ソフト「あつまれ
どうぶつの森」発売。巣ごもり生活
の中オンラインプレイによる交流が
できるため世界的な大ヒットに。

2020 東京オリンピックの 1 年延期
が決定。
シャープがマスク生産開始 (50 枚
入り /2,980 円 ( 税別））。海外でも
政府要請等により異業種によるマス
ク（ディオール・ＧＭ）や人工呼吸
器（テスラ・ダイソン）生産への参
入が相次いだ。

東京 : 小池知事が週末の外出自粛を
要請。

政府は特措法に基づく対策本部設
置。
阪神の藤浪晋太郎が感染。当時感染
による症状が不明であったため、自
覚症状として嗅覚異常を訴えたこと
が広く報道される。

国内の感染者が 1 日の人数として
最多の 100 人超。
日本からの渡航者に対する入国制限
を課している国が 176 か国・地域
となり、世界の 9 割相当となった。

志村けんさん死去。当時の日本の感
染者数が 81 人であったため、国民
に衝撃が走る。

日本は、アメリカ・ヨーロッパ・中
国・韓国を渡航中止勧告と入国拒否
の対象国とすることを決定。

政府は国民 1 人あたり 2 枚のマス
ク配布を決定。全世界からの入国者
に 2 週間待機要請決定。

政府は東京・神奈川・埼玉・千葉・
大阪・兵庫・福岡に緊急事態宣言を
発令。不要不急の外出自粛のほか、
デパート・飲食店などの休業・時短
営業も相次ぎ、ビジネス街や商業地
は 閑 散 と し、zoom・teams な ど
によるリモートワークが急増。

法曹界の動き 法曹界の動き

最高裁判所から下級裁判所宛てに、
期日等について柔軟な対応を求める

「新型コロナウイルス感染症への対
応について（事務連絡）」が発出。

最高裁判所から下級裁判所に対して
感染症対策を指示する事務連絡が発
出。

大阪弁護士会にて新型コロナウイル
スに関する事業者・労働者等向け無
料電話相談が開始。

大阪高裁・大阪地裁（支部及び管内
簡裁を含む）・大阪家裁にて、傍聴
席の削減が開始される。

大阪弁護士会より 4 月中の研修や
委員会開催延期の対応を通知。

4 月 10 日以降大阪弁護士会事務局
の窓口対応時間の短縮（10 時～ 12
時、12 時 45 分～ 16 時）が決定（総
務部・委員会部・企画部・法律相談
部）。

大阪拘置所にて拘置所初となる刑務
官の感染確認。

4 月 8 日以降大阪弁護士会が実施
する面談法律相談の中止と代替措置
として電話による法律相談の実施・
刑事当番の維持・受付業務の短縮

（10 時から 16 時）が決定。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴
う日弁連法律援助事業について、業
務縮小等の告知。

※５　米中対立の悪化が鮮明となり、以降医療物資やワクチンの開発競争・米国の WTO 脱退発言等コロナ関連についても米中対立の的となる。 御堂筋 大阪駅前
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月日 月日

4/ 8

10

11

13

15

16

18

20

21

4/22

23

26

27

28

30

5/ 1

5

7

8

10

世の中の動き 世の中の動き

世界全体での死者数が 10 万人を超
えた。
アメリカの死者数が 2 万人を超え、
世界最多となる。

IMF「経済成長率 世界恐慌以降で
最悪の見込み」。

世界全体での死者数が 200 万人を
超えた。

世界気象機関はコロナの影響で今年
は温室効果ガスが全世界で 6 パー
セント減少するとの見通しを示し
た。

世界全体での感染者数が 300 万人、
死者数が 20 万人を超えた。

アメリカの感染者数が 100 万人を
超えた。

世界全体での感染者数が 400 万人
を超えた。

日本の動き 日本の動き

国内の死者が 100 人を超える（ク
ルーズ船を除く）。

愛知県が独自の緊急事態宣言を出し
た。

消毒用アルコールの不足が顕著にな
り、サントリーや地酒メーカーが消
毒用アルコールや同等のスピリッツ
の製造を開始する。

病床数ひっ迫により各地で軽傷者・
無症状者については借上げホテルに
て受け入れ開始。

政府は全国に緊急事態宣言を発令。
また、13 都道府県が特定警戒都道
府県に位置付けられた。
国民 1 人あたりに一律 10 万円を給
付する特別定額給付金支給が決定。
その他各種給付金・助成金・公共料
金等の支払い延期等が世界各国で経
済対策として行われる。

国内での感染者が 1 万人、死者数
は 200 人を超えた。

沖縄県が独自の緊急事態宣言を出し
た。祇園祭の中止決定。
コロナ関連の経営破たんが 100 社
に到達 (2 月 2 社、3 月 23 社 )。

日経平均株価が 2 万円台に回復。
新型コロナ対応の補正予算が成立。

大阪府は外出自粛要請や休業の解除
の基準として大阪モデルを策定。こ
れに合わせ、太陽の塔や通天閣が信
号色にライトアップされることとな
る。
渡航制限により GW 中の出入国者
数が前年同期比 99.0 パーセント減
となった。

国 内 の 感 染 者 数 が 1 日 の 人 数 が
100 人を割る。
レムデシビルが新型コロナ治療薬と
して承認。

法曹界の動き 法曹界の動き

最高裁判所から下級裁判所に対して
感染症対策としての業務縮小に関す
る事務連絡が発出。
4/8 ～ 5/6 までの間、裁判所の役
割を維持するために必要な業務等は
継続し、その他の業務は縮小または
中断する旨通知された。
・民事事件の継続案件について、既

になされた期日の指定は結果とし
てすべて取消となった。

　  但し、全ての文書の受付と、保
全・ＤＶ・人身保護といった緊急
性の高い案件や執行・倒産につい
ては、事件ごとに判断された。

・刑事・少年事件に関しては事件ご
とに期日の実施につき個別に判断
された（拘束無し：期日延期、拘
束有り：続行予定なら取消となる
こと多し）。

・人事事件を含む家事 4/8 ～ 5/1
まで原則取消。

狭山市などを皮切りに順次自治体法
律相談が電話相談に切り替わる。
高齢者・障害者総合支援センター

「ひまわり」にて出張相談の休止、
相談日の削減決定。
各刑事施設における一般面会中止。
大阪家裁後見センターの受理面接等
が中止され（5 月 6 日まで）、定期
報告書の期限が 1 カ月延びる。

4 月 10 日からの弁護士会事務局の
自宅待機・交代勤務が決定。

緊急事態宣言の影響による法テラス
大阪の業務遅延により国選弁護報酬
の振込日の変更される。

10 万円給付は世帯主による申請・
受領方式であったため、在監者や
DV 被害者・被後見人等の個別受領
方法が各種メーリングリストの話題
となった。

日弁連が全国統一ダイヤル方式によ
る電話相談を開始。大阪も受付業務
を分担。
解雇・休業補償・融資・給付金・株
主総会の開催方法等に関する相談が
あった。

4 月 27 日より 23 条照会申出書の
提出方法が郵送のみとなることが決
定。

日弁連は、刑事収容施設における感
染拡大防止を求める会長声明を出
す。
大阪弁護士会は、一般面会の制限に
対する申し入れを行う。

大阪弁護士会は、被疑者・被告人の
処遇等に関する照会及び申し入れを
行う。

「自由と正義」の 5・6 月号発刊中
止決定。日弁連の定期総会開催時期
変更決定。
春秋会では初の WEB 研修「雇用調
整助成金の活用で事業と雇用を確保
しよう」が開催される。

日弁連は、緊急事態宣言の影響によ
る賃料滞納に基づく賃貸借契約解除
を制限する等の特措法を求める会長
声明を出す。

日弁連は、住居確保給付金の支給要
件緩和等、生活保護制度の運用緩和
等、雇用調整助成金の早期給付等、
刑事収容施設における過度の一般面
会の制限防止、の会長声明を出す。

大阪府下の裁判所の縮小方針の維持
及び業務の一部再開が通知される。
・民事事件につき、従前業務に付加

して緊急性の高い執行・倒産・民
事訴訟・民事調停事件およびその
事務。

・刑事事件のうち身柄の公判のう
ち従前に付加して緊急性の高い事
案。

・家事事件につき、従前に付加して
緊急性の高い調停・審判・後見開
始・同監督及び親権停止事件の一
部。

・少年事件につき、従前に付加して、
試験観察付事件の終了など緊急性
の高い事案。

医療従事者応援のために
ブルーにライトアップされた。
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月日 月日

5/11

12

14

15

20

21

22

25

28

6/ 1

2

7

11

15

19

20

6/23

28

29

7/ 3

7

8

9

12

14

16

17

18

20

21

22

23

26

27

28

29

世の中の動き 世の中の動き

世界全体での死者数が 30 万人を超
えた。

世界全体での感染者数が 500 万人
を超えた。

アメリカの死者数が 10 万人を超
え、世界全体の約 3 割を占める。

アメリカの感染者数が 200 万人を
超えた。

ブラジルの感染者数が 100 万人を
超えた。

世界全体での感染者数が 1,000 万
人を超えた。

世界全体での死者数が 50 万人を超
えた。

ブラジルのボルソナロ大統領新型コ
ロナ陽性。

アメリカの感染者数が 300 万人を
超えた。

世界全体での感染者 24 時間で最多
の 23 万 370 人。
アメリカのトランプ大統領初のマス
ク姿。

芸術家のバンクシーが地下鉄を舞台
にマスクを促す動画投稿 ( ※ 6)。

ブラジルの感染者数が 200 万人を
超えた。

インドの感染者数が 100 万人を超
えた。

世界全体での死者数が 60 万人を超
えた。

世界全体での感染者数が 1,500 万
人を超えた。
アメリカの感染者数が 400 万人を
超えた。

日本の動き 日本の動き

39 府県の緊急事態宣言が解除され
た。

レナウンが民事再生申立。

夏の全国高校野球中止決定。その他
各種スポーツ・文化のイベントが幅
広く中止された。

大阪・兵庫・京都の緊急事態宣言が
解除された。

残る 5 都道県の緊急事態宣言が解
除され、三密を避ける「新しい生活
様式 ( マスク着用・リモートワーク・
バイキングの停止 ) 等」が提唱され
るようになる。

全国的に公立学校全面再開。

初の「東京アラート」発令。都民に
警戒呼びかけ。コロナの感染防止と
経済再開・基準作りの模索が始ま
る。

三密回避のための撮影中止の影響で
大河ドラマ「麒麟がくる」が放映休
止。5 月半ばころから各局名作ドラ
マの再放送が相次ぐ。

政府の布マスク配布完了。

都道府県をまたぐ移動の自粛が全国
で緩和。
USJ の営業再開。濃厚接触の疑い
を通知するアプリ利用開始。

岸和田市春木地区を皮切りに順次だ
んじり祭りの中止が決定。

東京ディズニーランドの営業再開。

国内の感染者が 2 カ月ぶりに 200
人を超える。

ダイヤモンド・プリンセス号を除く
国内の累計感染者数が 2 万人を超
える。

国内の感染者が 300 人を超える。
5 月 2 日以来。

「大阪モデル」黄色信号点灯。

クルーズ船と空港検疫を含む国内の
累計死者数が 1,000 人を超えた。

厚生省は海外製薬会社とのワクチン
確保チーム設置。

旅行費用を助成する GoTo トラベ
ルキャンペーン始まる。
国内の一日の感染者 795 人、過去
最多。

国内の感染者 3 万人超える。

金国内価格が史上最高値（1 トロイ
オンスあたり 1,944 ドル）を付け
る。

国内の死者 1,000 人を超える ( ク
ルーズ船を除く )。

国内の一日の感染者 1,000 人、全
国最後の岩手県で初確認。

法曹界の動き 法曹界の動き

大阪弁護士会は、弁護士会での事業
者・労働相談を総合電話相談に拡
大。

大阪弁護士会は、新型コロナウイル
スに関連する生活保護制度等の要件
緩和に関する会長声明を出す。
日本司法支援センターの民事法律扶
助において、テレビ電話等を利用し
ての法律相談援助を行うことが可能
となる。

日弁連は、中小企業等の新型コロナ
ウイルス感染症対策の緊急融資の改
善を求める会長声明を出す。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴
う法律援助事業における法律相談の
取扱いについて、電話相談も対象と
なる。

大阪拘置所の一般面会が再開。

大阪府下の裁判所の業務再開が通知
される。

大阪弁護士会は、新型コロナ特設サ
イトを立ち上げる。

日弁連は、専門家会議のすべての会
議について発言者と発言内容を明記
した議事録の作成を求める会長声明
を発表。

日弁連は、新型コロナウイルス下で
差別のない社会を築くための会長声
明を発表。

※６　マスクをする文化のない国もあり、各国ではマスクをすべきか否かの激しい論争が起こった。また、社会の不安定さから、香港民主化運動弾圧や人種
差別（BLM 運動）に関する議論・デモが巻き起こり、密集を避けるコロナ対策（政府）と人種差別撤廃や自由を叫ぶ民衆との摩擦・折り合いが問題
となった。

マスク着用など入場規制医されたUSJ。

ＧｏTｏ始まるも閑散とする
長崎オランダ坂とハウステンボス。
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月日

7/31

8/ 6

7

10

11

14

15

17

20

21

23

24

28

30

31

9/ 1

3

5

7

世の中の動き

インドの感染者数が 200 万人を超
えた。

アメリカの感染者数が 500 万人を
超えた。

世界全体での感染者数が 2,000 万
人を超えた。

ヨーロッパで感染再拡大を受けた措
置が相次ぐ

インドの感染者数が 300 万人を超
えた。

アメリカの感染者数が 600 万人を
超えた。

ロシアの感染者数が 100 万人を超
えた。

ブラジルの感染者数が 400 万人を
超えた。

WHO がワクチンの分配配布は来年
中ごろとの見通しを示す。
インドの感染者数が 400 万人を超
えた。

インドの感染者数がブラジルを抜
き、世界第二位となった。

日本の動き

政府はワクチン供給で米企業と基本
合意したことを発表。
7 月の倒産件数は前年同月比 8.2％
増の 847 件。

お台場に置かれていた五輪マーク点
検のため一時撤去。

厚生省は新型コロナワクチン国内生
産へ 6 社に 900 億円を助成。

感染相次ぐ歌舞伎町でホストを恐喝
容疑で逮捕。警察は防護服姿で捜索
差押。

2020.4 ～ 6 月期の実質 GDP（国
内総生産）速報値は、年率換算で
27.8％減と戦後最悪の落ち込みを
記録。

政府の新型コロナウイルス感染症対
策分科会の尾身茂会長は日本感染症
学会で今回 ( 第二波 ) の感染拡大が
全国的に見れば「ピークに達した」
と考えられるとの認識を示した。

憲政史上最長の在任期間 (2820 日 )
となった安倍晋三首相が辞意を表
明。

大河ドラマ「麒麟がくる」放送再開。

法曹界の動き

警視庁は感染症対策として参考人聴
取をなるべく電話で行う旨の指針を
策定。

大阪府警本部は、入館の際の検温開
始。但し 37.5 度以上あっても接見
は可能。

月日

9/11

15

世の中の動き 日本の動き

コロナ関連の経営破たんが 517 社
（ 法 的 整 理 444 件（ 破 産 413 件、
民事再生 31 件）、事業停止 73 件）
となった。

安部路線の継承を唱える菅義偉官
房長官が自民党総裁選挙で圧勝（菅
氏：377 票・岸田氏：89 票・石破氏：
68 票）。

法曹界の動き

本年表は、ＮＨＫコロナ特設サイト・日弁連 HP・大阪弁護士会 HP・各種報道・Wikipedia・大阪地方裁判所総務部への確認、等を
参考に作成した（ R２.９.14 最終編集）。
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１　緊急事態宣言下での勤務体制を
　　教えてください。

緊急事態宣言の期間中（４/８～５/24）は、
弁護士については原則テレワークとしまし
たが、依頼者や裁判所の都合で、半数程度
出勤している日も少なくありませんでし
た。ただ、朝から晩までの出勤は少なかっ
たです。

事務局については、下記５のとおり事務
所に来てもらわないとできない業務につい
ては、何回か事務所に来てもらうこともあ
りましたが、原則自宅待機（休業）又はテ
レワークとしました。

依頼者との打合せや会議については、個
人の依頼者など、どうしても事務所での打
合せが必要な場合を除き、全てリモートで
行うようにしました。また、やむを得ず、
事務所で打合せ等をする場合でも、十分に
換気のできる窓のある広い部屋で行い、接
近を避けるためにお茶も出さないこととす
るなど、感染防止を徹底しました。

さらに、事務所内（弁護士、事務局）の
打合せはほぼ全て zoom や電話で行いまし
た。一方で、テレワークでは各自の様子が
分からないので、毎日事務所のメンバー全
員で短時間の朝礼のようなものを zoom で
行ったほか、日々の簡単な業務報告を各自
メーリングリストにアップするようにし
て、情報共有を図りました。

２　電話やＦＡＸでの連絡には
　　どのように対応していましたか？

事務所で携帯を新たに２台契約し、それ
をテレワークの事務局２名に持ってもら

い、事務所にかかってきた電話は全てその
２台に転送されるようにしました。転送さ
れた電話のうち、弁護士からの連絡が必要
なものについては、電話を取った事務局か
ら弁護士に連絡してもらい、弁護士から先
方に電話をするという方法で対応しまし
た。転送されている分、多少呼び出しに時
間がかかるのかもしれませんが、電話先か
らすると、転送されていることにも気づか
なかったのではないかと思います。対応時
間も緊急事態宣言前と変わりありませんで
したので、対外的には影響が少ない形をと
ることができました。

ＦＡＸについては、受信したＦＡＸを全
て事務所内のメーリングリストに転送され
るように設定しました。これによってＦＡ
Ｘについても、事務所外で対応できるよう
になりましたが、事務所宛ての全てのＦＡ
Ｘが自動的に転送されるため、その中から
自分に関係するものとそうでないものを分
別するのが大変でした。

３　郵便物の受領、発送はどのように
　　されていましたか？

郵便物は当然事務所に届きますので、事
務所の近くに住んでいる弁護士が毎日出勤
して、郵便物対応をしました。具体的には、
郵便物を弁護士ごとに仕分けし、緊急性の
高そうなものだけ開封し、担当の弁護士に
連絡をするという対応をとっていました。

発送については、弁護士各自が自ら郵便
局に持ち込むなどして対応しましたが、電
子内容証明のようにオンラインで発送可能
なサービスも積極的に活用しました。

久保井総合法律事務所の今村峰夫先生（39 期）、上田純先生（50 期）から、新型コロナ
ウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言下での業務体制について伺いました。

i n t e r v i e w ４　打合せなどで工夫されたことは
　　ありますか。

できるだけリアルの会議をリモートに変
更し、接触の機会を削減しました。また、
そのために事務所で zoom の有料アカウン
トも取得したほか、web カメラやヘッドホ
ンも必要数購入し弁護士全員が web 会議
に十分対応できるようにしました。

５　テレワークでは対応できなかった
　　業務はありますか？

事務局についていうと、経理・労務の業
務は、経理ソフトのライセンス上、事務所
の特定のパソコンの操作が必要なため、何
度か出勤をお願いしました。また、インター
ネットバンキングでの振込みも事務所のパ
ソコンでしかできない設定になっているた
め、事務所に出勤しての作業にならざるを
得ませんでした。

弁護士については、裁判所への出頭が必
要となる裁判手続（緊急事態宣言中も仮処
分の審尋期日など緊急性の高いものについ
ては行われていた。）、web 会議に対応でき
ない依頼者との打合せ、団体交渉の立会な
どは、テレワークでは対応できませんでし
た。

６　テレワークを実施して良かった
　　ことはありますか。

zoom などの web 会議に慣れたことが大
きいです。今回のコロナ禍がなければ、触
れることもなかったかもしれませんが、嫌
でもやらないといけない状況になり、強制
的に上達しました。また、リアルの会議で
は日程調整が難しい依頼者でも、zoom な
ら比較的簡単にミーティングが設定できる
ので、業務の効率化を図ることもできるよ
うになりました。

７　緊急事態宣言の前後で業務に
　　変化はありますか？

７月中旬までは、事務局の勤務開始時間
繰下げ（部分休業）やローテーションでの
自宅待機（休業）をしていました。

また、現在も、事務所内の会議（勉強会、
相談会等）は引き続き zoom などの web
会議で行っています。ＦＡＸの自動転送も
続けています。

８　休業給付金等利用した
　　公的給付はありますか？

現在のところはありません。雇用調整助
成金については検討中です（2020 年７月
時点）。

今村先生、上田先生、お忙しいところあ
りがとうございました！
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ス ホテ ーイ ム
テレワークに関する ML の議論まとめ

テレワーク実施時の課題は、大別すると、
① データへのアクセス方法、② 電話システム、③ その他 の３つとなります。

① データへのアクセスについて
（１）クラウド

ⅰ）欠点
・数多くのハッカーが情報を狙って攻

撃をしてくる（攻撃される確率が
極めて高い）。

・データ保存会社はいつでもデータを
のぞき見ることができる。

ⅱ）利点
・非常に経済的に情報を共有出来る。
・ハッカーに対して世界最高水準の防

衛を行っている（今まで情報漏洩
は起きていないはず）。

・自社サーバが地震や津波で無くなっ
てしまうことはない。

製品例 ) OneDrive
（２）自社サーバー

ⅰ）欠点
・物理的にサーバが地震や津波で被害

を被ると情報が消える。
・ハッカーから攻撃を受けると防御が

極めて脆弱。
ⅱ）利点
・データ保存会社にのぞき見られる不

安がない（もっとも、依頼をして
いるシステム会社は作業中にのぞ
き見が可能ですが）。

・そもそもハッカーから狙われる対象
となる確率はとても低い。

製品例 ) Neusoft（リース費用：月 7,000
円～ 8,000 円）、ムラテック（高
額 ）、RemoteView（ デ バ イ
ス１台 36,000 円、１アカウン
ト月 /1,100 円）

② 電話システム
・事務局の携帯転送し、弁護士から折り

返す。
・事務所用携帯を購入し、事務員へ貸与
・電話代行システム（専門性の程度に

よって月 / １万円から月 / 12 万円）。

③ その他
ⅰ）発送作業
・ プリンターを事務員に貸与、印刷の

上、各自で発送作業。
ⅱ）FAX
・ネット FAX（月額費用なし、１枚 10

円）。
・受信時は PDF 返還のうえ、メールで

受信。
ⅲ）対応困難であったもの
・受け入れ郵便物の対応
・新件受任。

緊急事態宣言下、散髪屋が営業自粛をしていたため、私は
２ヶ月ほど散髪ができない状態でした。
見かねた私のつれあいは、「ヘヤーカット」なるものを購入し、

その使い方の紹介をしているyoutube動画を見てイメージト
レーニングしたうえで、私の髪の毛を切ってくれました。
つれあいにとって、散髪はとても楽しかったようで、以後２

日に一度は「そろそろ髪の毛伸びたんちゃうん？」と言ってき
ます。
今は散髪屋の営業は再開されています。先日、つれあいか

ら「散髪したろか？」と聞かれた際に「散髪屋に行くわ」と返
答したところ、つれあいは「ええよ。行ってきたら・・・」と、
さみしそうに言ったので、今後もつれあいに散髪をしてもらお
うと考えています。

ステイホームの合言葉を受けて、私も私なりの工夫で時代にふさわしい趣味に取り組みました。
その一つは坂道ダッシュです。私は休みの日はよく家の近くのジムに行って比較的甘めのトレーニングな

どをしていたわけですが、クラスター発生のリスクが指摘されたため、ジムを敬遠するようになりました。
「ジムに行けないのでジョギングをした、ランニングをした」という方は割合多いと思います。私の場合、
これに加えて坂道（登坂ということです）ダッシュを採り入れました。郊外に住んでいるので、人があまり
通らない坂を見つけるのは簡単です。ジョギングで坂の下まで行ってマスクを外し、５本全速に近いスピー

コロナ禍で生活上変わったこと

ステイホームで体と野菜作り

豊 島 達 哉 （45 期）

濵 田 雄 久 （47 期）

ドでかけあがるというのをやりました。自分なりにがんばったつ
もりなのですが、感染防止のためとはいえ人が少ないところで
坂道ダッシュをして倒れる方が新型コロナよりもリスクが高いこ
とに気が付いたので、最近になって、割合人目のあるところで
階段ダッシュをする方針に切り替えました。
もう一つはプランターでの野菜作りです。ミニトマトは15個

くらい、キュウリは３本くらいできましたが、最近は猛暑にやら
れて両方ともへたってきています。土いじりは楽しいことに気づ
きましたので、これからも時々してみようかなと思っています。
坂道ダッシュと野菜作り、ご興味のある方は是非ご一緒しま

しょう！
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緊急事態宣言中は、弁護士と事務局を２つに分けて、隔日
勤務を実施。テレワーク日には事務所の出入りを厳禁。万が一、
感染者が出た場合も片方のチームで回す苦肉の策。
一方、ステイホーム中は、猫２匹と家族４人が１日中家に

いるという密な状態。大学１年の息子と私が、１階と２階で
Zoomの会議や授業。猫がキーボードの上で踊ったり、画面
に映り込むということはなかったが、昆虫やヤモリなどの獲物
を追いかけて走り回り、「こら！」という叫び声が飛び交ったり
はした。大半寝ている猫の側にいると、こちらもつい眠くなっ
てしまう。養老孟司先生のように猫との優雅な生活とはいか
ないな。

３月中旬から体育館が使えなくなってバスケができなくなり、
４月からはジムも閉鎖されて行けなくなりました。この歳になる
と、一度衰えると取り返すのに何倍も時間がかかることを身にし
みています。
外でのランニングはかろうじてできるが、家で何ができるか。
！！簡易ジムを作ろう！！と思いつき、通販でジム用のマット、ダ
ンベル、腹筋マシーン、ＤＶＤプレーヤー、トレーニング用の本と
ＤＶＤなどを買い揃え、こつこつとトレーニングを続けました。バ
スケ仲間とはZoomを使ってオンライントレーニングもしました。
こちらが必死でトレーニングをしているところに、たまにネコ
ハラの被害に遭いました。今は来なくていいよ、と。

昨年の夏、私は「とある方」の退団公演を観に劇場に足
繁く通っていた。炎天下、朝早くから仕事道具を抱え、劇
場前に並んで観劇した時は体力的にきつかったが、幸せで
充実した毎日だった。
今年、新型コロナで世界は一変した。
興行関係は『不要不急』と軒並み中止。「とある方」の退

団後の公演も中止になり、私の遠征計画も消滅した。
緊急事態宣言発令で期日は全て取消し、我々弁護士の仕
事は『不要不急』かと愕然としつつ、それでもいま支援を
必要とする方もいて、電話やメールでの打合せを多用しつ
つ自宅と事務所を往復する日々。ささやかな楽しみと言え
ばテイクアウトのランチぐらいだが、これも黙々と食し、家
では再放送ドラマを観た。日々の生活から彩りが消え、世
界はモノクロになったようだった。
手探りの状態で『不要不急なもの』が再開されつつある。
『不要不急なもの』を仕事にする者と、日々の彩りとする者。
人は『不要不急なもの』で生かされている。

遊ぶにしても、ＵＳＪはダメ、公園もダメという状況のため、家
の中で６歳の息子と遊ぶ生活が続いた結果、ずいぶんと折り紙の
腕前が上達してしまいました。
ということで、突然ですが、このステイホーム期間中に最も作っ
た折り紙ベスト３を発表させて頂きます。
第３位は、「パクパクさん」です。右と左の持つところを引いた

り押したりすると、その名のとおり、口がパクパクします。
第２位は、「カラス」です。細い脚ですが、自立します。残念ながら、
羽ばたくことはできません。
第１位は、「紙飛行機」です。このタイプが、最も滞空時間が長く、

よく飛びます。ただし、家の中でしたので、すぐに壁に当たって墜
落するのでした。

新型コロナウイルス対策のテレワークについて 簡易ジムを…

『不要不急なもの』で生かされている。 ステイホームで折り紙博士！

愛 須 勝 也 （53 期） 山 口 昌 之 （58 期）

堀 川 智 子 （57 期） 浦 　 寛 幸 （59 期）
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私は尼崎市に住んでいます。「県境を越えないように」と言
われるとたいへん面倒な町です。30分も歩けば到達する大
阪市はだめで、淡路島はいいのかという問題は別として、ス
テイホーム期間は、尼崎市内を自転車で探索しまくりました。
尼崎市と大阪府は、神崎川とか猪名川が境になっているの

ですが、尼崎市の北部には、猪名川を越えて豊中市が侵略し
てきている場所があります。
写真にある「利倉西」がそうです。普通の路地が、大阪と

兵庫の境になっており面白い場所です。おそらく、猪名川の
旧流路が府県境なのだと思います。
住宅のガレージに止まっている車も、その路地を境に「大阪」

ナンバー「神戸」ナンバーに分かれます。マンホールのマー
クも県境を境に変わったりと、結構興味深い場所です。「県境
マニア」という趣味の領域もあるそうです（ネットで検索す
ると、いっぱい出てきます）。
コロナで急にクローズアップされた「県境」探索はいかが
でしょう。

ステイホーム、とい
うほどのステイホーム
はしなかったのですが、
県外の期日も取り消さ
れ、遊びに行く先も自
粛ムードになり、結果
的に週末は引き籠るこ
とに。流石に飽きてき
たので前から気になっ
てたイチゴジャムを作
ることに。なんとなく
大鍋で作るイメージが

もともとインドアを極めた生活ぶりで、緊急事態宣言下でも私自身の生活はあまり変わらなかったのです
が、依頼者や相談者と対面する機会が激減する等、仕事の仕方は大きく変わりました。研修等をZoom等
で受講できるようになったことは大変にありがたかったのですが、こちらが発信者になると話は別です。

私は新型コロナウイルスの流行以前からＷＥＢ会議システムを広く活用することを強く訴えており、その
意味では、ステイホーム期間は私の追い風となるものでした。今では打ち合わせの大半がＷＥＢ化し、ステ

複雑な県境 イチゴジャムのお誘い

次の出番は…？ バーチャル背景のすすめ

広 瀬 元 太 郎（60期） 木 場 晶 子 （67 期）

角 崎 恭 子 （64 期） 加 藤 　 卓 （68 期）

ゲスト講師として半期に１コマだけ担当す
るある大学の授業で、レジュメや資料に加え
動画等での解説を求められ、容量の点から
Zoomの機能を使い、１人で動画を作成する
ことになりました。音声が聞き取りにくいと困
ると思い、マイクを用意して、時間を図った
り、レジュメを動かしたり、私にとってはなか
なか大変で、変な汗をかきながら何とかやり
遂げました。来年は、対面での授業になって
いてほしいです。

イホーム期間とは関係なく、在宅ワーク
で１日を終えることができる日も珍しく
ありません。心やすい相手との打ち合
わせでは、このバーチャル背景を設定
しています。何の背景かわかりますか？
「加藤さんとこの家？」
「まさか、こんなにポップな感じに飾
り付けてませんよ。」
ちょっとした会話のきっかけになりま
す。バーチャル背景の設定、オススメ
です。

あったため、まずはイチゴを大量発注。ヘタを捥いで、呆れるほどの砂糖と混ぜて一晩放置。イチゴの水分
が出てきたのでそのまま加熱。沸騰してきたらレモン汁を加えて、焦げ付かないよう時々木べらで混ぜつつ、
傍らでジャムを入れる用の空き瓶を湯煎消毒。スプーンに少し取って水に垂らし、散らずに底まで落ちたら
完成です。空き瓶にギリギリまで入れて直ぐ蓋をすればほぼ密封状態になり、砂糖の濃度によっては常温で
３年ほど持つとか。丸ごとごろっとイチゴジャム、パンに載せてもヨーグルトに掛けても美味しいです♪
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私は、京都市下京区に妻と１歳の娘の３人で住ん
でおり、共働きのため普段は娘を保育園に預けてい
ます。緊急事態宣言により保育園への預け入れが原
則不可となってしまいました。私の妻の会社も事業
所への立ち入りが禁止されテレワークが強制となっ
たのですが、妻が一人で１歳の娘の面倒を見ながら
仕事をするのは難しく、京都市左京区にある私の実
家に家族で疎開し、昼間は私の母に娘の面倒を見て
もらうことになりました。実家から事務所までは片
道１時間半かかるのですが、幸い京都事務所がある

私は今年の１月に独立をしたこともあり、なかなか
娘（２歳）との時間が取れていませんでした。
今回のコロナ禍では、主に業務上多くの苦労があり

ましたが、娘の保育園が休みになったこともあり、娘
との時間が増えたことが唯一の救いであったと思いま
す。どこかに出かけることはあまり出来ませんでした
が、家の中でパズルをしたり、お絵かきをしたりして
過ごしました。子どもの成長の早さに改めて驚き、感
心しきりの日々でした。

新型コロナ禍の影響で行動が制限される中、私は、毎週のように餃子を包んでいました。
具材のみじん切り・餡をこねる・皮で包む過程は余計なことを何も考えず没頭でき、完成した餃子はすぐ

に冷凍すれば保存もできる、正に一石二鳥！具材や調味料を工夫してイタリアン風味やカレー風味という変

緊急事態宣言が出されたとき、ちょうど妻が復職し、１
歳になったばかりの息子を保育園に預け始めたところで
した。
最初は、「子どもとの時間が取れてありがたいなぁ」程
度の感覚でしたが、忘れもしない４月20日、事態は急
変します。
保育園が休園になったうえ、医療関係者の妻がコロナ

対応に当たることに。さらに、頼みの綱の両親も、祖母
が入院したため手が回らず。保育園再開までの約１カ月間、
メールと電話を駆使し、日中はほぼ家事育児、仕事は子
どもが昼寝をしている間か夜寝てから、という状況でした。
「日常」というにはあまりに非日常な日々でしたが、ちょ
うど立ちあがり歩きはじめるまで、我が子の成長の瞬間
に立ち会えたことは、何にも代えがたい時間でした。と
ころで息子よ、父のキーボードを連打するのはやめてく
れないかい？

実家に帰っていました 子どもとの時間

餃子のススメ
コロナ禍での日常生活

日 下 部 太 一（68期） 吉 留 　 慧 （68 期）

鮫 島 千 遥 （68 期）
佐 野 翔 平 （69 期）

ため、私は実家から京都事務所に出勤、妻は私の受験時代に愛用した実家の２階にある机でテレワーク、娘
は１階で私の母と一緒に過ごすという生活が続きました。ただ、私の母が毎日見るというわけにもいかない
ので、たまに私もテレワークをして、妻と分担して娘の面倒を見ていたのですが、全く仕事になりませんで
した。写真は、私の仕事の資料とペンを娘が取り上げて落書きしている様子です（資料はコピーですので大
事には至りませんでした）。いろいろ不自由しましたが娘と一緒にいる時間ができたのは良かったです。

わり種もなかなか美味で、バリエーションを考えるのもいい気分転換
になります。
餃子といえば、焼いてご飯のお供にするのが一般的ですが、私のお

勧めは、水餃子にして主食
として食べることです。調
理時間も短縮できますし、
フライパンの焦付きが気に
なることもありません。何
よりヘルシー！大量に食べ
ても問題なし！自粛期間中
の体重増加が気になる方
にもおススメします。
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写真はお世話になっている鬼トレーナーさんと。

ステイホーム期間中、ふと思い立ち、電子書籍（マンガ）に課金を始めました。
本当にポチっと１クリックするだけで購入できるため、ポチる指が止まらず、ほん
の数か月で●百冊近く購入してしまいました（やり過ぎたので冊数は自粛）。その
中から、個人的に良かったマンガをご紹介します。いずれも人気マンガでみなさん
ご存知かと思いますが、お付き合いください。
第１位　「バチバチ」シリーズ（バチバチ／バチバチBURST／鮫島、最後の十五日）
暴力事件で角界を追放された元大関火竜の一人息子である主人公の鮫島鯉太郎

が小さい体でバチバチの相撲を展開する相撲マンガ。作者が亡くなったため、クラ
イマックスちょい手前で終わってしまったのですが、とにかく絵が良くて、のめり
込んじゃうマンガでした。
第２位　「アオアシ」
田舎町の公立中学校の弱小サッカー部でサッカーをしていた主人公である青井
葦人がＪチーム下部組織の監督にある能力を見出され、才能を開花させていくサッ
カーマンガ。阿久津渚という先輩チームメイトのキャラ（今のところ非常に性格が
悪い。）が好きで、特に阿久津が出る回はニヤニヤが止まりません。

緊急事態宣言後、スポーツジムに行けなくなってしまい、自宅でトレー
ニングするようになりました。普段はトレーナーさんについてもらってい
ましたが、監視（？）がなくなると、種目間やセットのインターバルでうと
うと寝てしまったり（笑）、部屋の掃除を始めてしまったり、全く集中でき
ないということが身に沁みました…。
しかし、そのおかげで、いかに集中して、効率よく鍛えるかを考えるよ
うになりました。また、ジムの休業中も、トレーニングメニューだけは送っ
てもらっていたので、辛うじて、運動の習慣が途切れなかったのは良かっ
たと思います。
私が身体づくりに励んでいる理由は、次回の憲法ミュージカル出演に向

けてです。2020年４月16日～19日に予定していた『憲法のレシピ』
の公演を、2021年７月に延期する方向で、現在調整中です。公演にあたっ
ては課題山積ですが、知恵を出し合い、無事に開催できればと思っています。

ステイホーム期間中に読んだマンガ個人的に
面白かったランキング

自宅でトレーニング

髙 　 一 成 （69 期）

北 本 純 子 （71 期）

第３位　「ぐらんぶる」
映画化もされているスキューバダイビングを題材としたマンガ。字数の都合上、内容は省略します。

Q １
受任している民事関係の事件において、裁判所の訴訟、調停、審判、仮処分等の手続に
おいて、どのような影響がありましたか。直面された問題や課題について教えてください。

Answer
期日取消。これはやむを得ないにしても、期日の再指定が遅すぎる。
特に東京地裁はまだ期日が指定されていない案件がある。

期日が延びることで遅延損害金加算期間が延びてしまい、いわゆる
被告事件では辛いです。

期日が取消され、かつ、指定するときには、他の事件と一斉いれようと
したので、直近に決まらず、ずいぶん先になった期日が多かった。

期日は延びましたが特に問題ありません。早くやってほしいのに、と思
う事件はありますが、それについてはコロナ前からいろんな事情（相手
の応訴態度とか、照会の回答がなかなか来ないとか）で時間がかかって
いた案件なので、コロナで１か月、２か月遅延しても目立ちません。

受任の裁判事件の全てがとまった。次回期日の設定がうまくされて
いないところが多い。一部の裁判体では、緊急事態宣言の時点で、
期日の取消しではなく、2 か月後への延長といった対応を取られて
いた。傍から見ていてこの対応が最も良い対応だと感じた。

ＤＶの離婚調停事案で、成立目前の調停期日が取消となり、３ヶ月
間も期日が入らず、１日も早い離婚ができなくなった。

期日が取り消されるなど、審理が遅れています。

解決が遅れる。婚姻費用は生活に直結する。

訴訟手続が停止し、和解が成立せず、成功報酬が
発生しなくなって売上が減った。

コロナ感染症問題による司法界への影響、
課題等に関する緊急アンケートの結果

春秋会政策委員会より
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事件では、調停前置主義がとられているが、調停前置主義に
よって権利実現が先送りされているという問題があらためて
浮き彫りになったと思う。

訴訟や調停は、こちらの意見を聴取せずにほぼ一律期日取消となり、延期
後の期日が３～４か月後という事例もある。監護権を争っている事件にお
いて、期日が入らないため、現状の監護状態が結果的に長く続いてしまっ
た。現状を優先するという考え方から、結論に影響しないか心配である。

通常の民事訴訟が延期になった。家事事件でやや早めにすべき案件に
ついても、「できれば後日としてもらえるとありがたい」ということで
あった。 

緊急事態宣言中の期日の延期はやむを得ないと考えるが、
予定されていた判決期日が約 2 ヶ月も延期になったことに
ついては納得できなかった。

期日が取消になった。

期日が伸びて、事件が片付かない。

期日延期により解決が遅れた

訴訟、調停などが２ヶ月間止まり、解決の時期が遅れている。
現在も、期日が入っていない事件があり、解決の時期が遅れる
ことが見込まれる。

全ての期日が取消になりました。 

期日がなかなか入らない。

期日が延期となった。

訴訟も調停も期日がことごとく取消延期となったため、既に申立ててい
た事件の第 1 回期日も入らず、事件が停滞しました。事件の停滞により、
依頼者の先の見えない不安が高まり、やり場のない怒りをぶつけられ、難
儀しました。司法的救済が、非常時にいかに機能不全に陥るかを思い知
らされました。また、家裁調査官の調査ほうこくしょの提出予定時期も
大幅に遅れ、記録を検討する予定も流れました。問合せに対して、職員
が不在でラチがあかないときがあるとともに、突然担当裁判官から、期
日間における代理人間の交渉経過について報告書を出すように指示され
ることもあり、裁判所中心主義的なところに怒りを覚えました。

継続中の訴訟、調停は全件期日取消、期日追って指定でした。仮処分につ
いては、面談ではなく電話対応で進めていってくださいましたし特に遅
れたという認識はありませんでした。宣言解除後に日程調整を初めて行っ
ていますが、家事事件は、関係者も多く、利用できる部屋数を制限して
いるようで訴訟事件以上に日程が入りません。労働審判も本来申立て後
40 日以内に第一回期日が入るはずですが、難しいと聞いています。解雇
事件などを扱いますので、当事者にとっては深刻です。宣言後に提訴し
た一般民事の訴訟については、期日調整どころか何の連絡も来ない２週
間過ぎました。

裁判が延期になった。これまで電話会議でできていた期日まで
取り消しになった。

受任なし

Q ２
受任している刑事関係の事件において、勾留や面会等、裁判手続きにおいて、どのよう
な影響がありましたか。直面された問題や課題について教えてください。

Answer

期日指定の取消し自体はやむを得ない面があるとも感じている
が、裁判所の期日が開かれるようになってから、期日指定の連絡
が全くない、督促しても未だ期日指定がないなどといったものが
あり、再開後の対応が遅いように感じる。

緊急事態宣言の発令により家事調停期日が全件取消しとなり、期日が
数ヶ月先に延びたことで紛争解決の機運を逃したものがある。申立て
をしてもいつ期日が入るか分からず、不安定な地位に置かれる可能性
があり、交渉開始時期を遅らせたものがある。

訴訟、調停の延期により事件進行が遅れ、依頼者の不安が増した。

早期の婚姻費用支払いの実現が必要な事件でも、裁判所は躊躇なく調停期
日を取り消した。裁判所には、法的権利を実現するという重要な役割を
担っていることについての自覚がないのではないかと考えざるをえない。 　
また、これらの事件では、調停前置主義がとられているが、調停前置主
義によって権利実現が先送りされているという問題があらためて浮き彫
りになったと思う。

期日が延期になる中で、債務者の資金繰りが悪化し、話し合いによる
解決並びに債務名義を得ても回収見込みが困難になっている。
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裁判員裁判で専門家証人の日程確保が極めて困難な事件が本
来の期日から３か月後に指定されそうになった（結果的にそれ
は回避されたが…）。また検察官の移動の時期が４月から７月
に「勝手に」延ばされたせいで、本来期日が約 1 か月後ろ倒
しになった。身体拘束事件で被告人への説明等極めて神経を
使った。

刑事事件がありませんでした 

刑事事件（国選等）の新規受任がなかったため、不明。

受任していません。

緊急事態宣言中は、接見にいかなかった。

受任事件が無い為、回答出来ない。

刑事事件は受任していない。

期日が取消になった。

刑事事件については受任していない。

7 月 6 日現在未だ公判期日が決まっていない在宅事件がある。

期日の延期はあったが、面会等には特段の影響はなかった。

刑事事件は担当していないため、回答しかねます。

23 条照会の郵送のみ、図書室開館日の限定が困りました。

新件受任が減った。

在宅事件で、４月７日（緊急事態宣言開始の１日前）に予定されていた
判決言渡期日が職権で取消となった。在宅事件は先に延ばしていいとい
う思考かもしれないが、被告人という不安定な地位にその後２か月半も
の間置いておくというのは極めて問題である。

刑事事件の受任はありませんでしたが、たまたま家事事件
の依頼者が大阪拘置所に収監されており、緊急事態宣言の
間は一般面会ができずに困りました。

弁護士会の図書館について、開館日が減少したのは困ります。職員
さんの交代勤務はやむを得ないと思いますが、交代勤務で毎日開館
することはできないのか、その点また得心を得てません。

打ち合わせの場所や方法につき、事務所内の「設備」を工夫せざる
を得なかった。リモート会議等ができない依頼者がいるので今後も
どうしたら「密」を回避できるのか悩んでいる。

公判前整理手続きが当事者別の電話で行われ、裁判所と検察側
のやり取りが全く分からなくなった。

弁護士会の面談相談、出張相談が禁止となったため、電話相談
では代替できない必要な相談ニーズへの対応ができなくなった。

Q ３
今回の事態を受け、弁護士会業務についても一定の制約がかかることになりましたが、
これによる影響はありましたか。困られたことや問題等について教えてください。

Answer

西天満に行く機会が少ないのに、その日に図書館に行けなかったり会議
室の予約ができなかったりして困りました。 逆に、良かったことは
①委員会が zoom で行われるようになったこと、
② 23 条照会が郵送でできるようになったことです。
いわゆる郊外型事務所で弁護士会まで行くのに１時間かかる私にとって
は、どちらもコロナ前から切望していたものですがなかなか実現しなかっ
たところ、コロナであっという間に実現したので驚くとともに歓喜いた
しました。コロナ後もぜひ続けてほしいです。

極めて不満。特に、窓口の営業時間を一方的に削減したことなどについて。
ほとんどの弁護士事務所は開いているし、コンビニ等の各種施設も当然空
いていた。弁護士という重い職責において、良くも悪くもその弁護士業の
補佐をすべき弁護士会がいち早く逃げの姿勢を打ったこと、その間の弁
護士業務の補佐を放棄していることには極めて強い不快感しかないです。
それと、私的な確認なんですが、弁護士会の職員さんは、労働時間の減少
に伴う当然の給料の減少はあるんですよね。会員から会費を吸い上げて
いるのですから、仕事もろくにしないような人に金を払うくらいならもっ
と有意義な使い方があると思います。このあたり、結構弁護士（少なく
とも私の周りの弁護士のほとんど）は関心を持っていますが、その辺り
の情報が流れてこないので、不信感が強いです。
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各種法律相談が中止ないし電話での相談となり、対面での相談より相談
者の反応が見えにくく、かつ資料も見られないので、回答も無難なもの
になってしまう。相談者の方でも突っ込んだ質問がしにくいようであり、
受任に結び付きにくくなった。

やむを得ない面があるとは思うが、23 条照会の対応が遅く、十分に
機能しているとは言い難いにように思えた。

窓口等業務が縮小し、不便を感じた。電話相談への切替えによる大幅な
受任率低下はなかったように思うが、約束の時間に電話をしても繋がら
ず、キャンセルになることが散見された。会議・研修の web 化が進む一方、
市民向けイベントの開催が困難になる等、活動が制限される面もある。

23 条照会の手続きが遅れていることの影響は、事件処理の遅延に
繋がった。

特にない。

特になし

研修や委員会が中止になったが、ある程度やむを得ないと思われる。

対面相談でないため事件の受任がしにくくなった。

打合せができず、書面完成が長引いた。

窓口対応の制限により、印鑑証明の請求や図書館の利用がきわめて不便に
なった。弁護士会は会員に不便を強いることに躊躇がないということを明
確にしたという点で、理事者の姿勢が問われるものと思う。23 条照会に
ついてはすべて郵送によることとしたが、郵送については、これまで特に
事務局が強硬に反対して抵抗し、実現しなかった。その反対論に根拠がな
かったことが明らかになったのであり、今後も郵送による取扱いが続けら
れる必要がある。

23 条照会の手続に時間がかかった。「急ぎでない照会は控えて欲しい」と
いう通知が弁護士会からなされたが、依頼者から費用をもらっていて着手
しないということは考えられず、通知の方法にも問題があったと思われる。

特にありません。委員会がＺｏｏｍで開催されるようになって、参加
しやすくなりました。ただ、最近は、会館に集まって協議することも
大事かなと思い始めています。

特になし（むしろＷｅｂ会議等ができるので、参加しやすくなった）。

リモートワークで最悪期は週一回来所すればよいことになった。
所内の会議はすべて Web 会議。

通勤は私も事務員も自転車なので、時差出勤やテレワークは特に
導入しませんでした。ただ、事務局は強制的にでもテレワークや
休業をすべきであったかなと少し反省はしております。

with コロナ時代の事務局の勤務体制について、もっとしっかり考え
なければならないと思います（弁護士はそもそもある程度リモート
執務可能）。まだ検討中です。

事務局は一人しかいないため、交代制をとることができず、結果と
して時短で出勤してもらった。ボーナス支給が極めて困難になった。
5 月 6 月の売り上げが半減したため。

Q ４
今回の事態を受け、事務所職員の安全確保等を含め、事務所の運営として取られた対策や、
事務所運営に際して直面された問題や課題について教えてください。

Answer

23 条照会の審査を担当していました。弁護士会館に自宅から電車で出て
くること自体、三密回避という点で問題かと思い、車で出てきました。車
の場合、皆さん同じことを考えますので、弁護士会周辺の駐車場が使えな
くて非常に困りました。電車なら定期で弁護士会に行けるのですが、車だ
とガソリン代、高速代、駐車場代など別の支出がでて、審査室員は恵ま
れている方ですが、無償の会務の場合、辛いと思います。23 条照会が郵
送での受付のみになって、本来であれば受付レベルで突き返したり訂正さ
せていたミス（用紙やレターパックの不足、単純誤記など）が審査室に回っ
てきましたので、補正指示が増大、涙が出そうでした。23 条担当の弁護
士会職員さんも人員削減していましたので、滞留が生じて残業してこな
されていました。照会先からの回答もなかなか来ませんし、「この時期に
何で照会なんかしてくるんだ！」的な反応をされる照会先もありました。
滞留に対する督促はしない扱いに切り替えていましたが、社会全体が人
員削減して機能を下げているときに、どこまで仕事をして良いものやら
と考えてしまいました。

予定していた打ち合わせの取り消し、延期による新件の減少

図書館を利用できないことや 13 階を利用できないことが不便に感じた。
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事務所運営に関わっていないので答えられません。

事務職員は自宅待機とした。新たなご依頼がなく、収入がほとんど
なくなった。

一部の弁護士が別の階で執務すること、事務局の時差出勤、弁護士
のリモートワーク（週に２回自宅勤務という程度）

相談や打ち合わせ態勢、事務職員の休業、事務所内での感染発生時の
対応、弁護士の執務態勢などマニュアルを作成して、緊急事態宣言前
と宣言時における対応を模索した

緊急事態宣言発令中は、時短・交代勤務とした。テレワークの導入は
今後の課題。 手指消毒、換気に努め、飛沫感染防止のため会議室に
アクリル板を設置。

出勤を３交代にし、かつ 10 時～ 16 時の時短勤務とした。弁護士も、
可能な限りリモートワークを心がけた。事務局のリモートワークは
難しいと感じた。

事務員は週２日のみの出勤としました。

時短、休業

相談者、依頼人との打合せ中マスクを着用。お茶出しの停止

テレワークの実施とテレワーク時の記録の持ち出しに限界があること

転送電話や当番で事務所に行く、通勤時間帯をずらすため営業時間の
短縮などして完全休業はしないようにした。新規受任がゼロ、報酬も
遅れたため収入は激減。これに対し、事務員の給与は、短縮分も含め
有給休暇扱いとしたため、完全に赤字。

弁護士については、それぞれの判断による在宅勤務を認めた。事務員
については、徒歩または自家用車で通勤できる以外の事務員について
は、3 日に 1 日の勤務とした。 事務所の電話の受付を含む接客時間を
午前 11 時からとした。 

弁護士、事務員含め、まずは手洗い等個人レベルでできる予防を
徹底した。事務員さんには、当初時短勤務、緊急事態宣言が出て
から解除されるまでは自宅待機をしてもらった。

①対策
来所相談の停止。電話相談への切り替え。事務局の交代勤務制の導入。
事務局の就業時間の短縮。銀行回りや弁護士会や裁判所などへの外回り
の制限。個人事件中心の事務所ですので、記録を持ち帰らせるわけにも
行かず、事務局の仕事で在宅化するのは難しいです。
②問題・課題 
　ア　人件費増
隔日勤務は事務所側からの指示ですので給料は保証します。その上、事
務局自身も、出所時に作業をこなそうとするのですが、隔日勤務であっ
たりすると、結局、残業して作業をこなさざるを得なくなりました。所
定労働時間を超えて働いてもらわざるを得なくなった部分は残業代とし
て経費増となります。
　イ　相談者と面談ができないこと
依頼者の場合、急ぎで無ければ電話で打ち合わせが可能ですので、それ
ほど苦労を感じませんでした。しかし、事件受任という意味では、相談
者と会えないというのは経営上も致命的な印象です。弁護士の場合、税
理士や司法書士の仕事と違い、依頼すれば作業が進み、結果（登記完了
や申告完了など）が得られるとは限りません。敗訴リスクなど説明せざ
るを得ませんので、リモートでの受任は困難だと思います。 
　ウ　ＦＡＸ、郵便の管理
紙媒体で事務所に送られてくる物を全てＰＤＦにしてサーバーに保存す
ることも考えましたが、成年後見業務が多いので被後見人の郵便物を全
てとなると膨大であり、事務局も人員削減をしていますので、マンパ
ワーに限界があります。頻繁に出所するわけにも行かず、一定まとまっ
たところで、弁護士が事務所に出てさばいていくしかなかったのです
が、急ぎのものがあるのでは無いかなど、不安はつきなかったです。

換気、除菌、通勤時間を混雑時以外に変更、勤務時間の短縮、
ウェブ会議の活用等

事務局は、蜜を避けるため、隔日勤務に変更しました。給料は減らし
ませんでしたので、収入が上がらないことは辛かったです。

事務所の運営にはあまり携わっていないのですが、テレワークや、
時短、タイムシフトなどが導入される中、弁護士と事務局とのこ
まやかな連携をどう保つのかが新たな課題だと思っています。

在宅勤務、手洗いや消毒の徹底。

リモート法律相談の実施やテレワーク、間引き出勤を行った。

事務員の時短交代出勤。自宅での執務のためのパソコンなどの環境整備

多少の時差通勤は行ったが、記録の管理がほぼ紙ベースのため、
特に事務局のリモートワークができなかったこと。
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Q ５
コロナ感染症問題に関連して生じている人権問題等について、具体的な事例や情報、今
後危惧されていること等がございましたら教えてください。

Answer
コロナ感染者が出てしまった店舗や医療機関への風評被害は
見過ごせないと思っています。

直接に人権問題等に直面はしていないが、ヘイト問題が深刻化
することに危惧間を覚えている。また自営業者の倒産・廃業に
つき、実際は秋以降に本格化すると思われるが、それに伴う弁
護士業務（相談）体制を準備する必要があると思っています。

医療関係者やコロナ患者への差別。休業補償なく
休業要請されることでの営業妨害。

特になし。

特にありません。

DV・虐待案件の増加、失業・減収による貧困等。

感染者（陽性反応者）への差別・中傷、医療従事者や家族への差別、
クラスター元の事業者へのバッシング、大量検査による反応者の
隔離政策、感染予防のための強制的措置の強化と情報共有による
監視の強化、感染予防を理由とした介護サービス提供の拒否、地
域での見守り活動の停止による孤独死、過度の感染予防策による
教育現場や事業活動の制限など

コロナに感染している人に対する差別的言動が増えている、しかもそれを
容認する傾向を感じる。電車内でうっかりマスクをし忘れていたところ、
居合わせた乗客のほとんどからにらまれ「こわいよ」とこちらに向かって
言う人も多数いた。「怖い」という不安を感じるのは仕方ないが、「怖い」
と公言するなど自分の言動が差別に当たるかどうかを気にせず行動する
人が多くいること、また、そのような言動を「してもいい」と傍観・助長
する社会の雰囲気がとても危険であると感じる。

コロナに感染した人や医療従事者に対する差別が心配です。

Q ６
コロナ感染症問題に関連して生じている人権問題等について、積極的に取り組まれてい
る弁護士あるいは市民の活動等について、自ら関与されている、あるいは、活動等を行っ
ている人を知っているといった情報がございましたら、是非、参考までにご提供ください。

Answer
なし

特になし。

特にありません。

倒産事件への対応。

医療従事者への差別的言動があると聞いている。

解雇雇い留め事案の相談が増えているように思います。休業
補償給付金を受給したい事業者が、解雇の体裁をとりたくな
いので無理矢理自主退職の体裁をとらせようとして強行する、
派遣切りによりいきなり社宅からの退去を求められるなど。
休業補償がきちんと支払われていないという相談も多いです。

子どもの虐待等について、関係機関による家庭訪問に
支障が出て対応が困難となった。

地方では、コロナ感染者とその家族に対する差別やいじめ
が深刻であると聞いた。

職場・学校でのいじめ・差別問題、収入・売上激減による
生存権の問題、生活苦等による自殺問題

感染をおぞれるあまり、心ない発言や態度をとってしまう人がいるのは、
とても悲しいことと思っています。

目新しい情報は特に無し。
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寡聞にして知りません。

子どもの権利擁護委員会の有志の方が、小学校にお弁当を届けていると
聞きました。

労働弁護団や民主法律協会は、ホットラインを常設して対応して
います。ホットラインに電話・メールがあれば、スレッドに記入
して担当弁護士が直ちに電話をかけ直すなどされているようです。

Q ７
その他、今回の事態を受けて、弁護士として考えるべき問題や、取り組むべき課題など
ありましたら、お書きください。

Answer
正確なコロナ関連情報の市民への提供、コロナ禍で困窮した市民や
業者の救済の具体的な策、あと一方的な移動の自由や営業の自由が
強制的に制限されることへのチェックと補償問題につき、弁護士会
として意見や声明を出していくことが大事であると思われる。

社会保障制度の脆弱さが露呈した事態であったと思います。雇用の流
動化を是認し「柔軟な働き方」を推奨してきたのは政府です。あたか
もそれが自由で新しい、カッコイイ働き方であるかのように。今回、
コロナで最も打撃を受けたのはそういった非正規労働者、個人事業主、
フリーランスの人達でした。「大企業に雇用されて安定を手に入れる」
というだけが優れた働き方ではない、ということ自体は私も否定しま
せんし、むしろ積極的に賛意を示します。しかし、そうであるならば、
そういった人達も、大企業に守られている人達と同じように社会保障
で守られるのでなければ公平ではありません。右肩上がりの高度経済
成長を背景として設計された社会保障制度は見直すべき時期にきてい
ると思います。それがコロナではっきりしたのではないかと思います。

司法は、社会的なインフラの一つで不要不急なものだと思うのですが、
行政や医療と比べて、停滞しすぎているように感じます。

司法は市民の権利救済たる機関であり、緊急事態宣言が出ようともその機
能を止めたり低下させたりしてはならないと考える。医療関係者は危機に
さらされても職務に従事しているし、司法機関もそれに準じてある程度の
危険があったとしても職務を遂行すべきである。今後は、裁判所も弁護士
会も、平時のとおりの機能を基本的に維持すべきである。

コロナ禍により、面談や移動が制限される中、緊急的な法律相談
に対応するべく、ウェブ上での法律相談が、相談者・弁護士ともに、
誰でもが気軽に行るようなシステムがあればよいと感じました。
また、コロナ禍による事務所経営不振による、預り金の横領事件
が発生する可能性があり、未然の防止策が検討課題かと思います。

このような事態になったときに、何をすべきかを予め準備しておき、
事が起きたらすぐに実行できるようにしておくこと。例えば、雇用
問題に関する法律相談、外国人を対象とした法律相談など。コロナ
のような伝染病がはやったときでも、司法がストップしない仕組み
を作っておくこと。

今後も程度は別として同様の事態は発生しうることを前提に体制を
考えなければならない。リモートワークや WEB 打ち合わせが一般と
なった場合に、オフィスや会館についてのニーズを従来と同じ発想で
考えてよいのか、悩ましいところである。 

日弁連が法テラスの収入要件を撤廃するよう政党に働きかけた経緯
について、明らかにしてほしいです。また、日弁連や法テラスが機
能停止になったことは、検証が必要だろうと思います。リスクや損
害を弁護士に押し付けたことも検証してほしいです。

時短、休業もう少し工夫すれば、裁判をあそこまで止めなくてよかった
のではないか。その提案をすべきだった。

学校で、弁護士が実施するないし教員が実施するいじめ防止授業において
「コロナいじめ」を意識的に取り上げるべきと考える。

弁護士が担う社会的役割と経済的基盤（新型コロナ法テラス特措法案の
是非）について。

裁判、調停の一斉取り消しという裁判所の対応についての検証。
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１　弁護士 40 年を振り
返り、最近感じている
ことを書き記してみよ
うと思う。

　最近になり、同期（32 期）、同世代の友
人知人の死亡通知に接する機会が多くなっ
た。私の世代で死亡してしまうということ
は、日本人男性の平均余命より 10 年以上
若いことから考えると、おそらく癌に罹患
した人が多いのだろう。そのうえ、家族葬
として葬儀も終えた旨通知されると、改め
てお別れをすることもできない。いずれに
せよ、健康に特に留意しなければならない
年代となっていることは間違いない。
２　私自身は数年前、糖尿病で眼に異常が
発生して、視力が低下し、脳幹から出て
いる視神経の毛細血管が詰まるという目に
遭った。幸いにして、３ヶ月位でバイパス
が出来て治ったが、「太い血管が詰まると
命にかかわることになる。だから血糖値を
コントロールしないと大変なことになる」
と医師から言われた。以後、定期的にＭＲ
Ｉ検査で脳内をチェックし、投薬治療をし
ながら食事療法と運動療法をしている毎日
である。酒をやめ、野菜中心の食事を毎日
食べるようになったせいか、好みが完全に

変わってしまった。甘いものが大好きにな
り、子どもの頃に戻ったような気がしてい
る。
３　そんな中で、88 歳となる石川元也先
生と山下潔先生が、未だに現役の弁護士と
して、数々の業績を残しておられることを
知った。驚きの限りだ。
　ところで、最近は先輩弁護士から自らの
業績をまとめた著作を送られることが多
い。
　金子武嗣先生の著作集「歴史の精神を感
じながら」、豊川義明先生の論文集「労働
における事実と法」、斎藤浩先生のテキス
ト「行政訴訟の実務と理論」など、いずれ
も自分のこれまでの弁護士としての活動に
裏付けられた大部の著作だ。特に斎藤先生
の本は 630 頁以上の力作で、行政法専門の
研究者の著作に優るとも劣らない行政事件
訴訟の参考書として役に立つ。
４　私はこれまで担当した税金事件を題材
にして「新・税金裁判ものがたり」をはじ
めとして「立ち上がれ怒りの納税者たち」
など数冊の本を出版している。自らの実績
を著作にして残すことは、単に自己満足の
ためにすることではない。今後は、税務行
政の一層の民主化を求めて、できるだけ多
くの後輩の皆様に読んで役に立ててもらう
ために、論文形式ではなく、わかりやすい、
人間ドラマを折り込んだ物語風の自分史を
兼ねたものを書いてみたいと思っている。

弁護士４０年を経て思うこと

関戸一考（32期）

弁護士 40年を振り返って

これまで数多くのこのお題の原稿を
拝見してきましたが、やはり、皆さん
と同じ感想になってしまいます。あっ
という間の 10 年でした。

少しだけこの 10 年間を振り返って見
ると、弁護士登録２ヶ月目の最初の事
務所事件の刑事事件（私選）が裁判員
裁判となって右往左往したり、初めて
のヤミ金事件で不安な気持ちのまま相
手方に電話したり、依頼者に３時間以
上怒られ続けたりするなど、新人の頃
の苦しい経験もたくさんありましたが、
その後次第に、最初の見立て通りに事
件が解決していくことや、依頼者から
お礼を言って頂いたりしたことで、少
しずつ弁護士としての経験と自信がつ
いていったと思います。

また、委員会活動としては、子ども
の権利委員会でずっと活動してきまし
た。特に、自らの希望もあって学校問
題について携わるようになり、スクー
ルロイヤーとして活動するようになり
ました。学校における問題は複雑で助
言に迷うことも多くありますが、現場

の学校の先生方とのお話を通じて、子
どものことを考えて仕事ができるのは
やりがいを感じています。

プライベートでは、結婚し、子ども
も２人生まれて、賑やかな生活になり
ました。あまり自分の子どもに関われ
ていないので、今後は、ワークライフ
バランスを考えながら、仕事をしてい
きたいと考えています。

ここまでなんとか弁護士生活を送る
ことができたのは、事務所の先生方や
事務局をはじめとして、同期や委員会、
そして、春秋会でお世話になった先生
方から、たくさんの助言を頂いたり、
その活躍されている姿をいろいろな場
面で見ることができたからだと思って
います。これからの弁護士生活におい
ても、まだまだ、たくさんの先生方か
ら学び、そして、依頼者に喜んでもら
える弁護士になっていきたいと思いま
す。

１０周年を迎えて

足立啓成（62期）

弁護士 10年
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１　弁護士登録をし
て、早くも 10 年が
経過しました。
　私は、平成 21 年
12 月に弁護士法人
梅ヶ枝中央法律事務

所に入所させていただき、４年間、山
田庸男先生をはじめ、多くの先生方に
厳しくご指導いただき、その後、平成
26 年１月にロースクール時代の同期の
彌田晋介先生（弁護士会館の１階にあ
るポスターの人）と２人で独立し、平
成 30 年５月には塩路涼先生と合流し、
現在は３人で堀川総合法律事務所とし
て運営しております。
　梅ヶ枝中央法律事務所の先生方には、
在籍中のみならず、事務所独立後も何
かと気にかけていただき、本当に感謝
しきれない思いです。
２　独立後は、営業という名目でお酒
を飲みすぎたせいか、さらに体重と肝
臓の数値が増加し、新人の頃と比べる

と二回りくらい貫禄がつきましたが、
中身はまだまだ伴っておらず、共同経
営者の二人や事務員の皆様に助けられ
ながら何とか事務所を運営しています。
３　この 10 年間は、民事刑事問わず様々
な事件を担当してきましたが、一番印
象に残っている事件は、同期の舘康祐
先生も一緒に戦ったＧＰＳ裁判です。
　最終的には最高裁判所の大法廷の椅
子に座ることもでき、得難い経験をす
ることができました。
４　今後の目標としては、まずは一歩
一歩着実に進んで、20 年の節目を無事
に迎えることができるよう、特に健康
面も含めて精進してまいりたいと存じ
ます。
５　最後になりますが、春秋会では、
１年目のころから、若手会や親睦委員、
広報委員等に参加させていただき、先
輩の諸先生方、同期・後輩の皆様には
大変お世話になりました。
　10 年の節目を迎えることができ、今
後は、微力ながら春秋会やお世話になっ
た先生方に少しでも恩返しができるよ
う努めてまいりたいと存じます。

大阪弁護士会に弁
護 士 登 録 を し て 早
10 年 で あ る。 思 え
ば、弁護士を目指し
たのは、「世のため
人のため」ではなく

「自分のキャリアアップのため」であっ
た。15 年前、ロースクールが設立されて、
新聞報道等でにぎやかになり、他学部
出身の社会人であった私は薬剤師から
転身を図ったのである。

無事に司法試験に合格をして弁護士
となったが、目指すべき弁護士像はな
く、ただただがむしゃらに、目の前の
仕事をこなすだけであった。そんな中
で、私に力を与えてくれたのは「倒産」

10年間を振り返って

小野俊介（62期）

10年の歩みとこれから

片岡　牧（62期）

弁護士によるサッ
カーのワールドカッ
プ（通称　ムンディ
アボカ）が２年に一
度ヨーロッパ周辺の
リゾート地で開催さ

れている。
そんな大会があるとは弁護士になる

まで知らなかったが、フランスの弁護
士らの呼びかけで 1983 年に始まった大
会らしく、世界各国の弁護士が参加す
る。

数年前の夏、私も大阪弁護士会サッ
カー部の一員としてクロアチアのロ
ヴィニという小さな港町で開催された
大会に参加した。

大会は地元の人たち総出で演出して
くれるパレードで始まり、町のメイン
通りを地元の学生たちによる音楽隊の

マーチに合わせて参加者とその家族が
練り歩く。

南米の選手たちは皆で肩を組んで歌
いながら歩くという絵にかいたような
陽気さで、パレードの時だけかと思い
きや試合中も何かあったら直ぐにベン
チのチームメイトらが歌い出す。大阪
チームが応援用に持参していた法螺貝
の音（一瞬、何だあれは、という顔で
注目されていたが）も彼らの歌声に空
しくかき消されていた。

２週間にわたって予選、決勝リーグ
へとすすんでいくのだが、夏は夜になっ
ても明るいため、試合は涼しくなる夕
方にキックオフすることが多かった。

午前中に観光もできるが、世界の強
豪を相手に１試合でも勝つことを目標
にクロアチアまで来ているので朝起き
たら朝食前にホテルのロビーでミー
ティングをし、その後朝食をとって試
合会場に移動する。試合会場まで車で
１時間程かけて行くこともあった。

30 歳を過ぎて２週間もかけてアドリ

ロヴィニにて

河田智樹（62期）

特に「事業再生」の分野である。比較
的数字に強いというだけで、私的整理、
民事再生、複数の事業再生を担当させ
てもらった。初めてかかわった民事再
生の案件では誰に頼まれるでもなく毎
日現場でもみくちゃになり、法律では
解決できない問題にも、従業員に寄り
添って悩み考えることの大切さを学ん
だ。そして、無事に再建を果たし、手
続きを卒業する際の感激はひとしおで
あり、私は「事業再生」の魅力にはまっ
た。

その後、株式会社地域経済活性化支

援機構に出向する機会に恵まれ、私的
整理による事業再生や廃業支援に多数
かかわることができたことが、弁護士
としての「キャリアアップ」につながっ
た。

もっとも、自分がキャリアアップす
ることはありがたいことであっても、
もはや「目的」ではない。「世のため人
のため」というと大げさであるが、こ
れまでの経験を活かし、救える事業が
あれば再建を目指し、再チャレンジを
目指す代表者を支えることをモットー
として、今後も励みたいと思う。
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ア海の見える高台のコートで世界中の
弁護士たちと本気でボールを蹴り合う
なんて学生の頃には想像すらしていな
かったが、真剣にやるから面白い。

試合後の食事はいつも先輩の先生方
に御馳走していただき大変お世話に
なった。

帰国後しばらくは溜まった仕事の処

理に忙殺されることになるが、思い出
すとまた行きたくなる。

10 年はあっという間だったが、弁護
士サッカーワールドカップにもう一度
参加して今度は後輩に御馳走するとい
う目標もあるのでまだしばらくは弁護
士を続けようと思う。

あ っ と い う ま に
10 年 が す ぎ、 私 も
若手会から追い出さ
れる年次となってし
まいました。

思い返せば弁護士
になりたての頃は、ほぼ毎日のように
弁護士をやめたいと思っていたくらい
大変でした。そんな中、春秋会のつな
がり、特に同期会にはとても助けられ
ました。

62 期の同期会は今も細く長く続いて
います。数ヶ月に一回一緒に食事をす
るだけですが、仕事やプライベート上
の出来事や悩みを共有したり、時には
お祝いも一緒にできて、ほっとできる
貴重な場です。それさえも、私も子育
て世代になってくると出席が難しいこ
とが増えてきました。一方で、今回の
コロナのおかげで新しいあり方につい
てもヒントをえました。

物理的に人々が多数集まることにリ
スクが伴うようになった今、総会や意
思決定の集まりを、オンラインとの同

時並行で行ってみてはどうかと思いま
す。これまで総会を含めた会派のイベ
ントは、基本的に夜に行われてきたの
で、そうなると 30 代、40 代の事件を大
量に抱えつつ子育て真っ只中の世代や、
介護が必要な親族がいる会員らは、自
然と参加自体ができなくなっていたと
思います。

私個人的には、会派の行事も集まり
も、子連れでも高齢者連れでもいいと
思っていますが、せめてオンライン同
時並行などの工夫によって、参加率は
アップすると思われます。

10 年間がむしゃらに走り続けてきた
感がありますが、これからは、細く長
く「続ける」ことに重点を置いていき
たいと思います。

今後ともよろしくおねがいいたしま
す。

細く長い会派活動に向けて

具　良鈺（62期）

新米弁護士のとき
に は、10 年 目 の 先
生 方 は と て も 遠 い
存在のように思えた
が、弁護士 10 年を
迎えて感じることは

「自分自身 10 年経ったのにあまり賢く
なってないな。」というごく月並みな表
現に尽きる。

弁護士の技術的にみて少しは上達し
たように思えるのは、せいぜい目の前
の裁判期日を乗り切るスキルが身につ
いた程度のものであり、他の部分は 10
年前と比べてどの程度成長したのか非
常に心もとない。　

弁護士になったときに考えたことの
１つは、世の中から貧困がなくなれば
この世の中に存在する問題の半分はな
くなるはずだから貧困に立ち向かう弁
護士になりたいというものだった。こ
の 10 年自分の信じた道を進み、充実感
も大きい。しかし、この 10 年で富める

者と貧しき者の格差は一層広がり、貧
困はなくなるどころか至る所にあふれ
ている。問題が当分なくなりそうにな
いことは非常に残念であるが、いつか
は貧困がなくなることを信じて引き続
き頑張りたい。

弁護士になったときに考えたもう１
つは、相談者の問題が解決できるよう
な弁護士になりたいということであっ
た（おこがましい言い方ではあるが）。
新米当時は漠然としたイメージしかな
かったが、年数を重ねる中で、それが、
依頼者の話から依頼者の抱えている問
題をアセスメントできて、訴訟に限ら
ず、行政などの多様な制度を利用して、
幅広い選択肢を提示できる弁護士にな
るということが少しずつ見えてきた。
私が相談者にとっていい仕事をしてい
るかどうかは相談者の評価に委ねるほ
かないが、過去の依頼者が別の案件の
相談をしてくれることや、知人を紹介
してくれることは非常に励みになって
いる。

あとは収入さえ伴ってくれば言うこ
とないのだが、ひとまず 10 年後も充実
した仕事をしていたいものである。

2009 年 に 弁 護 士
登録をしてから、気
づけば 10 年以上が
経過していました。
弁護士になった当初
は、この分野の事件

をやりたい、という強い希望を有して
いたわけではなく、巡り合った事件を
きっかけに何らかの専門分野を持てれ
ばよいな、という漠然とした思いだけ
を持っていたものです。事務所に入所
後、最初に割り当てられた事件をきっ
かけとして、法科大学院でも全く触れ
る機会のなかった特許を始めとする知
的財産法の分野を担当するようになり
ました。その後も、依頼をきっかけと

弁護士生活10年

楠　晋一（62期）

10年間の振り返り

黒田佑輝（62期）
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して、医薬品や医療機器に関する諸規
制や情報やプライバシーに関する法律
に興味を持つようになり、徐々に専門
分野を広げてきました。後から振り返っ
てみれば、法科大学院在学中には、自
分が業務に関与することなど思いもよ
らなかったような分野を専門としてい
ることになり、事件と依頼者に弁護士
が育てられるというのは真実であった、
という思いを強くしています。

昨年、弁護士 10 年目の節目に、弊所
のパートナーにも就任いたしました。

今後とも、変化の激しい時代の中で、
社会と依頼者が弁護士に対して求める
価値は大きく変わっていくと考えられ
ます。今後、どのような社会課題の解
決のニーズが高まり、それに対して弁
護士がどのように貢献できるのか知る
べくもありませんが、社会と依頼者の
利益の実現に貢献し、かつ自分の強み
が発揮できる分野を見つけつつ、より
一層弁護士としての職務をつとめてい
きたいと考えています。

てもらうようになりました。講師の中
では若くないですが、学生と一緒にい
ると、自分も若い気がしてきます。

そして、この歳にして、昨年、第一
子が誕生しました。

家で赤ちゃんと会話（あー、とか、
うー、とか、あぶー、とか、くぅーとか。）
していると、自分もまた、若返った（？）

気がします。どんどん若返ってます。
だからこそ、中身は今でも「若手」

です。
これからも、度胸力を高めるべく邁

進してまいります。
（写真は、我が家の庭の整地をしてい

る私です。）

10 年前、当事者の少しでも役に立て
ればとの思いをもって弁護士になりま
した。この 10 年間、様々な事件をさせ
ていただき、たくさんの当事者の方と
お会いしてきました。仕事において最
善を尽くしてやってきたつもりですが、
10 年やってきてもまだまだ、もっとよ
り良い解決方法はないのだろうかと考
え込むことがあります。また、私にとっ
て最良に思えても、当事者にとっては
そうとは限らないこともあったりして、
考えが浅かったのか想像力が足りない
のかなど思い詰めることもあります。
おそらくこれから何年仕事を続けても、
このようなことが今後も続くのだろう
と思います。弁護士になって 10 年経ち
ましたが、これからも初心を忘れるこ
となく、当事者にとって最善の解決方
法は何であるかを常に模索して、当事
者に寄り添いながら１つ１つの事件に

真摯に向き合っていきます。
春秋会では、数年前に親睦委員会に

所属していましたが、そのときに、静
岡・舘山寺への新人歓迎旅行（バス旅
行）を企画したことがありました。長
いバス旅なので、参加していただいた
方がバス車内で退屈することがないよ
うにと、委員会の先輩方からたくさん
のアイデアをいただきました。おかげ
さまでバス車内でも楽しく過ごせてい
ただけたようで、旅の終わりの解散の
際には、たくさんの方から、いい旅だっ
た、楽しかったありがとう、というお
声をいただきました。現在親睦委員会
に所属しておりますので、特に新入会
員の方には春秋会に入って良かったな
と思っていただけるような旅行の企画
のお手伝いができればと思っておりま
す。

弁護士になって 10 年経ちましたが、
まだまだ知らないことや悩むことがあ
ります。春秋会の皆様、これからも何
卒よろしくお願い申し上げます。

弁護士10年を迎えて

柴山英輝（62期）

修習に入るまで、
サ ラ リ ー マ ン で し
た。新入社員から役
職直前の退職まで、
本当の意味で「若手」
でした。

その後弁護士になったわけですが、
人より 10 年くらい遅かったので「人よ
り 10 年長生きする」と言って、同期と
同年代のようなつもりでいました。仲
間と一緒にいると同じくらいの歳でい
るような勘違いをします。いつまでも
30 代な気がしています。その上、弁護
士の中では「若手」と呼ばれ、若い気
でいました。

さらに私生活では、一昨年自治会長
をすることになったのですが、50 年前
の新興住宅地に住んでますので、周り
の人からは「若い若い」と言われて、
ほんとに若いと思っていました。

ところが最近、歳を感じさせられる
ことがいろいろ出てきました。さすが
にいろんなところにガタが来ていて、
老眼になるわ、ハゲてくるわ、結石で
苦しむわ、あちこち関節は痛むわ・・・。
なにより、こういった健康のことを話
題にすること自体、歳をとった証拠で
す。この分だと、10 年、長生きできる
か疑問です。

そして、ついに「若手」も卒業です。
弁護士１年目の法テラス養成が終わる
ときに、「知識が身についたかは疑問で
すが、度胸は身につきました。」と話し
ていたのが、ついこの前のことのよう
です。しかしもう、あれから９年経ち
ましたので、さすがに、「知識は忘れて
いってますが、度胸は人一倍身につけ
ることができました。」と言えます。

もう、若手ではなくなるのです・・・
といっても、また新しいこともやり

始めました。一昨年前からは調停委員
をさせていただきまして、その中では
年齢という意味でも「若手」のうちです。
神戸の小さい私大で憲法の講義もさせ

ベンジャミンバトン

柴山慶太（62期）
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弁護士登録 10
年を迎えたこと
は全く気づいて
いませんでした
が、その節目と
な る 2019 年 12

月に私の恩師である関西学院大学アメ
リカンフットボール部の鳥内秀晃監督
は最後の学生日本一を決める甲子園ボ
ウルで勝利し、昨シーズンで 28 年にも
及ぶ監督生活を終えました。その鳥内
監督から叩き込まれた精神が私の原点
であり、今の私を支えとなっています。
「どんな男になるねん。」、これは恩師

が常に学生達に問いかけた言葉です。
といっても恩師がこの言葉を口にする
のは稀で、学生達はじっと自分達を見
守る監督の姿からこの言葉を肌で感じ、
自分に問いかけるのです。どんな男に
なるねんと。

私がサラリーマンを辞めて弁護士と
いう道を選んだのも、自分がどんな男
になるのか突き詰めるためであったと
いえるかもしれません。

登録したころの自分のことを思い返
すと、登録から 10 年経た先輩方は、の
ぼってゆく坂の上の先の一朶の白い雲
のようにキラキラと輝いた存在でした。
その白い雲を追いかけていれば何とか
なるのかと思ったりしたときもありま
したが、そういうときこそ足元を確認
するように恩師の言葉を思い出して、
何度も自分と向き合いながら黙々と坂
をのぼってきた 10 年間だったような気
がします。いまだに白い雲には届きま
せんが・・

そんな不器用な私を根気よく見守っ
てくれるもう一人の恩師に巡り合い、
その背中を見てどんな弁護士になるね
んと問いかける日々を送っています。

こんな男になりました、こんな弁護
士になりましたと胸を張って２人の恩
師に言えるように 20 年目への坂をのぼ
ろうと思います。

どんな男になるねん、
どんな弁護士になるねん

寺川　拓（62期）

日頃は春秋会の諸
先輩方や会員の皆様
には大変お世話にな
り、様々な分野でご
指導いただき厚く御
礼申し上げます。

さて、私が弁護士になって 10 年の節
目を迎えさせていただく事になります

が、弁護士になった当初、先輩弁護士
から「10 年で半人前、20 年経ってよう
やく」とお聞きしたことがあります。

そのお言葉からすると半人前になれ
たということですが、実感としてはま
だまだ未熟者だと思います。

ふりかえると恵まれた環境で弁護士
生活を送らせていただいたように思い
ます。業務内容が偏ることも無く、仕
事をする上で良い方々とも沢山巡り会
えました。私は 10 年前に弁護士になっ
ていなかったらこんなにも充実した生

若輩ながら

中辻大輔（62期）

振り返ると、社会
人経験も一切なく弁
護士として働き始め
た当初、依頼者に１
本 電 話 を か け る の
にも緊張し、内容証

明１通作るのにも試行錯誤していたこ
とを昨日のように思い出します。先輩
方から数々の有り難い御指導とともに、
私の名字が舘であることを奇貨として

「ひろしくん、ひろしくん」と呼称され
続け、しまいにはその呼称を否定する
気力すら奪われていたことも良く記憶
しています。
「失敗は成功のもと」最近、７歳にな

る息子が覚えたことわざです。失敗を
するたびに、このことわざを自分に言
い聞かせてきましたが、10 年目でも大
小様々な「失敗」を繰り返しており、
それが「成功のもと」になっているのか、
疑いを持ち始めています。

そんな中、私が 10 年で「成功」と唯
一呼べるものは、同期との絆です。

弁護士４年目に同期の仲間で結成し
た、ＧＰＳ捜査の違法性を争う事件の
弁護団では、最高裁の大法廷で弁論を
するという、大変貴重な経験をさせて

もらいました。初めての裁判員裁判も
同期と経験し、殺人未遂を傷害に落と
して執行猶予判決をもらうこともでき
ました。また春秋会の同期の仲間で定
期的に飲み会をして、他では話せない
悩みや愚痴を大いに語り合ってきまし
た。最近では、自分の申し立てた破産
事件の管財人が同期だったということ
があり、同期の成長を感じるとともに
自分の事件処理を審査されて小っ恥ず
かしい気持ちになったりもしています。

プライベートに目を転じると ･･･ と
は言うものの、義父と妻と同じ事務所
で仕事をしているために、うまく話題
転換はできません（そういえば妻も同
期です）。コロナ禍の緊急事態宣言中に
はテレワークに向けて、妻の実家、つ
まり、義父の自宅のネット環境整備の
ための作業をする等、この危機を乗り
越えるために家族一同奮闘しておりま
す。

私の名前の「康」の字の由来は、「健康」
と聞いています。しかしながら、その
名前とは逆に、幼少期から体が弱く、
弁護士になってからも肝心な時に体調
を崩すことを繰り返していました。こ
れからの 10 年は、名前のとおり心身と
もに健康であることを目標にしながら、
弁護士としての日々を丁寧に過ごして
参りたいと思います。

10年を振り返って

舘　康祐（62期）
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このように感じることのできる環境に
感謝して、反省もしながら、一歩一歩
進んでいけたらと思います。

私は自然が好きです。山に登りたい
です。まずは小学生でも登れるような

山から。でも、目標は富士山。次の 10
年に向かって、地道に基礎体力をつけ
頑張っていきます。これからもご指導
のほど、よろしくお願いいたします。

弁 護 士 に な っ て
10 周年…。

仕事の都合で熱海
に行けず、新型コロ
ナウイルスの影響で
若 手 会 の 卒 業 パ ー

ティも開催されず、なんだか実感が沸
かないまま 10 周年になりました。

以前勤務していた法円坂法律事務所
では様々な事件の経験ができましたが、
忙しく、がむしゃらに仕事をしていた
記憶があります。弁護士になってすぐ
に入ったＢ型肝炎訴訟弁護団では３年
目に国との間で基本合意が成立して、
訴訟が増え、それ以上に厚生労働省と
の協議など、忙しくなっていきました。

また、10 数種の国家資格者が集まり、
司法過疎地域での法律相談会や大学で
の職業紹介などのプロボノ活動を行う
八青会の代表になることになり、より
忙しくなっていきましたが、事務所の
パートナーや姉弁との仕事はとても楽
しく、充実していました。

そのような状況の中、そろそろ 70 歳
になる司法書士の父親から、自分のビ
ルの３階が空いたので独立しないかと
誘われました。非常に悩みましたが、

父親と少しでも仕事ができる時間はも
う今しかない、これも親孝行かな、と
思い、４年目に独立しました。

幸い独立前からの知り合いや元依頼
者などからの依頼があり、更に忙しい
日々が続きました。結局父親とはほと
んど一緒に仕事をしておらず、週に数
回顔を合わす程度で、親孝行できてい
るかは微妙です。でも家賃はちゃんと
支払っているから、まあ、いいか。

Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団では、
特に医療系の大学や専門学校を中心に、
弁護士がＢ型肝炎訴訟の経緯や肝炎患
者の状況や知識などを伝え、原告の方
が患者やその家族としての思いを学生
に伝える、患者講義を行っています。
厚生労働省へ働きかけを行い、全国中
で行われるようになりました。今年、
静岡県立大学の教授と一緒に研究して、
医療従事者や医学系の学生向けに、Ｂ
型肝炎の知識と訴訟の経緯、患者やそ
の家族の語りをまとめた動画を作成し
ました。この動画を紹介することで、
更に多くの患者講義が全国に実施され
れば、と思っています。医療系学生や
医療従事者向けの動画教材を作ること
は数年前から目指していたことで、こ
の動画ができたことは私の弁護団の活
動としても、10 年でようやく一段落つ
いた思いです。

事務所の体制は、５年前に真鍋弁護

10周年を迎えて

西田　敦（62期）

活を送ることができなかったかもしれ
ません。

事務所についても平成の時代に自分
の名前を看板に開設することができま
した。

これまでとは少し違って目の前にあ
る日々の業務を単にこなしていくとい
うことだけではなく、少しずつ全体を
意識し 10 年後、20 年後の理想とする姿
に向けて体力のあるうちに新しいこと
にも挑戦していきたいと考えています。

業界全体を見渡すと司法制度改革が
産声をあげて約 20 年が経過し私が弁護
士になった 10 年間でも弁護士業界は目
まぐるしい変化を求められたと思いま
す。

JC やビジネス団体等に弁護士が溢れ
かえり、ネットを見ても法律事務所の

広告を散見し、国選対象・法テラス・
LAC などの拡大によって消費者からす
るといつでも安く使い捨て取り替えで
きる弁護士が増えたかもしれません。

それによる要因からか単なる有資格
者を含め公務員・会社員の弁護士も増
加傾向にあります。

これからは弁護士会を含め業界全体
として、公益活動や社会活動だけでは
なく、もっと弁護士資格の地位・価値
の向上や豊かさに正面から目を向けて
力を入れていかなければならない時期
に来ています。

若輩ながら、学力的にも優秀な学生
が豊かさを求め夢や希望をもってなり
たいと思える職業になって欲しいと切
に願いながら次の 20 年目にむけて頑
張っていきたいと思います。

弁護士登録 10 周年という節目を迎え
ました。あっという間で、気づいたら
10年でした。登録当初には、「10年間あっ
という間でした」という感想を読むと、

「そんなはずはないだろう」と思ってい
ましたが、「そんなことあるんだなぁ」
と知りました。

４年目までは、シヴィル法律事務所・
堺事務所にて、春秋会の谷英樹先生の
もとでお世話になりました。勝手気ま
まにさせていただいたアソシエイトで
申し訳ない限りです。いつの日か、あ
いつはうちで修業をしたのだと元ボス
が自慢できるようになることによって、

わずかながらの恩返しをしようと、今、
この原稿を書きながら思い至りました。

幸いにも、私の周囲にはいつも、目
標としたい先生方が山ほどいます。先
輩に限りません。同期も後輩もみんな、
目標と言うにはおこがましい、高い高
い山ばかりです。でも、10 周年を迎え
た私は、その高い山も、超人的な能力
によるものではなく、地道な努力のた
まもの、積み重ねにほかならないとい
うことが分かるようになりました。精
緻で説得的な書面も、朗々たる弁論も、
当事者の思いに寄り添い、気持ちを汲
み取る姿勢も、誰よりも時間をかけて
考え続け、日々勉強を欠かさず、集中
して取り組み、より良いものを目指し
て心を配り、それらの集積によってで
きあがっているものだと知りました。

弁護士登録10周年をむかえて

中村ちとせ（62期）
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たように、どのような形であれ弁護士
であり続けたことについて、自分を褒
めてあげるべきと思います。皆様にも
褒めていただきたい。10 年後も無事に

弁護士でいられますように。
そして結婚して子どもができたのは

ナイス。結婚は良い。

弁護士登録から約３年間、優しいボ
スと先輩、同僚に恵まれ、伸び伸びと
育てて頂いた。同期らと独立した後も
わちゃわちゃと楽しくやっていたが、
紆余曲折を経て、昨年より夫と２人と
なった。最近では、忙しいながらも生
活のペースも掴み、気楽に働いていた。

そんな中、やってきた。新型コロナ
ウイルスである。災害といえば地震・
台風・大雨くらいしか想定していなかっ
た私は、己の浅薄愚劣さにガツンと頭
を打たれた気がした。しかし、現実は
待ったなしで押し寄せてくる。

保育園が原則休園となったことに伴

い在宅でのワークになったが、遊びた
い盛りの子どもが家にいる状態で仕事
になるはずもなく、子連れでちょっと
した買い物に行くにも神経を尖らせる
日々。

もともと仕事、家事、育児でキャパ
が埋まっていたところに想定外の要素
が転がり込んできたためだろうか、７
月下旬に体調を崩し、入院することと
なった。というか、この原稿も最終締
め切りの直前に入院先のベッドで書い
ている。

こうなると、やはり健康第一だとつ
くづく思う。当面は「ニューノーマル」
が叫ばれる世界になるだろうが、どん
な世界になろうとも、新しいことを受
け入れられる少しの余裕を忘れずにい
ようと思う。

平 成 21 年 12 月
17 日に弁護士名簿
に登録してから、10
周年を迎えました。
あっという間の 10
年だったように思い

ますが、この間に妻と結婚し、娘が生
まれましたので、それなりに長い期間

だったのかもしれません。
登録からの約 4 年半は、西天満で過

ごしました。まだ経験が浅く、私がど
んな事務を処理するにも時間が掛かっ
たのが原因ですが、連日のように夜遅
くまで起案していたことが思い出され
ます。先輩方からの手厳しいご指導の
おかげで、今では私の起案が、時には
依頼者から誉めてもらえるようになり
ました。当時の所属事務所の先生方に
は、大変感謝しております。

その後の約 3 年間は西天満を離れ、

これからの世界で生きるために

福田美紀（62期）

登録 10周年を振り返って

舞弓和宏（62期）

士が入り、昨年には和田弁護士が入
り、同期弁護士３人体制となり、事務
所名も、この度「燈（ともしび）」法律
事務所へと変更しました。３人とも子
どもがまだ幼く、皆仕事の時間を制限
せざるを得ない状況ですが、お互いに

協力して、風前の～ではなく、旧堺燈
台のような力強い燈で依頼者や関係者
の方々の先を照らせるような事務所に
なっていくよう、精進していきたいと
思います。

弁護士として何と
か 10 年を過ごすこ
とができました。今
年で齢 45 になりま
す が（10 周 年 う ん
ぬんよりも自分の年

齢にびっくりです）、同じ職業を 10 年
間継続できたことに、まずは一安心で
す。

10 年前は、自分がどのような法律家
になるのか、全く想像できませんでし
た。当然ながら何の技術も知識もなく、
鼻息だけが荒いまま周りの先輩方・同
僚に迷惑ばかりかけていた気がします。

特に最初の数年、不思議なことに、
一定の時期に似たような事件が集中す
ることがあり、家事事件ばかりの期間、
行政事件がやけに多い期間、裁判員裁
判ばかり（２～ 3 年で 10 件以上やった
記憶が）の期間など、知らないことだ
らけの修行のような日々もありました。
本当に多種多様な事件に携わることが
できて、大変でしたが楽しかった時間
でもありました。事務所の諸先輩、特
に堺法律事務所に引っ張っていただい
た大江洋一先生には、寛大な心で温か

く見守っていただき、伸び伸びと執務
させていただきました。感謝の念に堪
えません。堺法律事務所に入って良かっ
たです。

そんな感じで街弁として地元堺に根
付いてはや 10 年、現在も種々雑多な依
頼にこたえるため、日々勉強と努力の
毎日です。と思いきや、数年前から損
保会社の依頼が多くなってきて、今で
はすっかり交通事故弁護士になってし
まいました。知識は偏り、もはや多種
多様な案件に対応する柔軟性も失われ
つつありますが、生活は一定程度安定
しましたので、やんごとなき事情によ
り１年修行させていただき、交通事故
のイロハと保険会社とのきっかけをい
ただいた京都の吉田克弘先生にも大感
謝です。

これから 10 年後はどうなっているか
というとそれも想像がつきません。そ
もそも 20 年前は留学帰りのフリーター
で、弁護士になるなど夢にも思ってい
ませんでした。ましてや 40 過ぎて法曹
サッカーの全国大会に出ているなんて、
そんなキャラクターではなかった。

というわけで、そろそろ放浪癖が頭
をもたげそうで怖いです。個人的には
バンドやりたいです。あとは日本酒に
こだわった蕎麦屋巡りとか。

そう思えばこの 10 年、冒頭でも述べ

10周年を迎えて

野矢伴岳（62期）
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ガルハイ」（フジテレビ系列）を皮切り
に、多くのテレビドラマの法律監修を
させていただく機会をいただくように
なりました。そして、並行して、テレビ、
アニメ、広告、エンターテイメント関
係等のメディア業界の業務を行うよう
になり、今日に至っております。

そして、学生時代に研究していたセ
クシュアリティ関係では、弁護団の一
員として、最高裁で逆転勝訴を得ると
いう機会にも恵まれました（最高裁平
成 25 年 12 月 10 日決定（性同一性障害
の「父子」認定））。法廷闘争以外での
闘い方の重要性を感じました。

総じて、色々な経験をさせてもらっ
てきたなあと感謝しています。

プライベートでは、ロースクール同
級生の同期の妻と子どもとの他愛もな
い日々の生活を送ることがいかに幸せ
かということを感じています。

もっとメディア業界に関する法的専
門性を高めたい、経営弁護士としては
事務所をしっかりとしっていきたい、
子どもとの時間をもっと増やしたい等、
これからのことについて、色々なこと
を考えております。そして、何よりも、
一つ一つの事件や出会いを大切にし、
周りの人々がいるから今の自分がいる
ことの感謝を忘れず、これからの 10 年
間も過ごしていきたいと思っておりま
す。

みなさんそうでは
な い か と 思 い ま す
が、あっという間の
10 年 で し た。 こ の
間、弁護士以外に、
母 に な り、 自 然 保

護団体の会長になりと自分の役割はい
ろいろ増えました。新米の頃のように、
自分の時間や能力の大半を仕事のため
に割くということはできなくなりまし
たが、自分を頼ってくれる依頼者を大
事に事件に向き合えているかというこ
とだけは、忘れないように心がけてい
ます。

ここ数年は、毎日が慌ただしく、何
かが終われば、次のこと、次のこと、

次のこと・・・時々一休み、また次の
こと、次のこと・・・といった日々です。
それでも、何とか元気にやれているの
は、自分らしく、自分のやりたいこと
ができているからだと思います。娘、夫、
父母と所属しているあすなろ法律事務
所のみなさんの理解と支えがあっての
ことと感謝に堪えません。

2020 年は、新型コロナウィルスの感
染拡大で、社会・経済状況が一変し、
混乱はまだまだ続きそうです。環境破
壊と貧富の差を拡大しながら進んでき
たグローバリズムによる繁栄が、見せ
かけのものだとは何となく思っていま
したが、それでも、これほどはかなく
脆いものだったことに驚いています。

社会と多様なかかわりができるのが、
弁護士の仕事の魅力の１つだと感じて
います。混乱の中を必死で生き残るだ
けではなく、多くの人が安心して生活

「自分らしく」を継続できた
10年でした

室谷悠子（62期）

修習期の近い弁護士と 2 人で「紅梅法
律事務所」を立ち上げました。当初は
十分に事務局を頼ることもできず、後
には娘が生まれて育児に追われました
ので、自分たちでこなす事務作業を少
しでも楽にするため、試行錯誤を繰り
返しました。例えば、外部のサーバー
を利用してどこでも電子メールを送受
信する、複合機で受信したＦＡＸを電
子メールで確認する、といったことで
す。

その後、弁護修習の指導担当という
ご縁から再度、西天満の法律事務所に
合流し、現在に至ります。現在のボス
はいわゆる街弁として多くの分野を手
掛けており、弁護修習が終わって 10 年
が経った今でも、事件処理のノウハウ
を学んでいます。

昨今の情勢を踏まえ、弁護士も在宅
勤務が必要となりました。「紅梅」では
事務作業を楽にするため、サーバーや
複合機、インターネットなど文明の利
器を積極的に頼りましたが、まさかそ
の経験を活かす機会が来るとは思いま
せんでした。政府の緊急事態宣言以降、
在宅勤務と弁護士倫理の両立を目指し
て試行錯誤を繰り返しております。

春秋会では平成 26 年 10 月から平成
28 年 9 月までの 2 年間、嘱託として主
に会員の皆様への連絡役を担当してお
りました。その後、会務からは遠ざかっ
てしまいましたが、現在の所属事務所
での事件処理が軌道に乗りましたら、
会務に参加する機会を頂ければ幸甚で
す。今後ともよろしくお願いいたしま
す。

脱サラをしてロー
スクールに行くとい
う決意をしたことが
昨日のことのように
思われます。その後、
弁護士登録してから

は、最初の５年間はイソ弁を致しまし
た。同じ春秋会の加藤高志先生に大変、
お世話になりました。ありがとうござ
いました。その後、2014 年に独立して
からは、ボス弁としての難しさを痛感
しながら、今日に至っております。

この 10 年間、色々なことがありまし
た。分野を限らず、一般民事、企業法

務、刑事と様々な分野をすることを意
識してきました。専門性は持ちたいが、
それだけにはとどまりたくないと思っ
ていました。そして、一つ一つの仕事
について失敗も試行錯誤も重ねながら、
また、お周りの方々の支えの中で、無
我夢中で取り組んできました。まだま
だ若輩者だと感じつつも、一つ一つの
事件に出会いがあり、必死に取り込む
ことの重要性・楽しさを感じておりま
す。

また、元々、メディア業界で働いて
いましたので、メディア業界を扱う弁
護士になりたいと思い、悪戦苦闘をし
ました。メディア業界が集中する東京
とは違い、大阪という立地では何もで
きないという諦観に苛まれた時期もあ
りました。そんな中、ご縁があり、「リー

行雲流水の如く

室谷光一郎（62期）
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改めて思い返してみれば、ずっと、「●

●であるからには、～しなければならな
い」（●●には、例えば「弁護士」、「経
営者」、「働く女性」、「女性」、「母」、「妻」
など色々な属性が入る）という自分だ
けの偏狭な思い込みに囚われてきたよ

うに思う。
今更青臭い話であるが、現状「四十

にして惑はず」には程遠く、「惑い」ま
くっている。20 周年の原稿では、「天命
を知る」には至らずとも、「惑はず」と
言えるよう精進したい。

登録当初から、弁護士っぽい雰囲気
（というものが何なのかは人によって違
いつつ…）にならないことを自分のモッ
トーにしており、自治体などの法律相
談に行って、担当弁護士ではなく相談
者と間違われるかどうかを毎回密かに
確認していました。弁護士登録して 10
年以上になりますが、担当者の方が顔
見知りになったところ以外は、今でも
９割以上の確率で相談者と間違われる
ので、当初の目標はそれなりに達成で
きていそうです。誰しも職種ごとにそ
の職種特有の雰囲気が身についていく
ものだとは思いますが、弁護士である
前にただの人としてちゃんと成長して
いくために、今後も、普通のその辺に
いそうな人っぽさを維持していきたい
というのが現時点での抱負です。

弁護士っぽくなりたくないとは思っ
ているものの、弁護士になって良かっ

たと思う日々です。１年目はあらゆる
意味で力不足を感じてしんどかったの
ですが、もとい自分ができると思うこ
とが傲慢で、今できることを精一杯や
るしかないと割り切ってからは楽しく
なりました。この 10 年の間に２回出産
しましたが、出産直後の、物理的に仕
事がほぼできない期間が一番精神的に
しんどく、子どもを預けて仕事ができ
るようになると元気になりました。

この仕事の楽しいところは、１つと
して同じ事件ではなく、常に新しい発
見や学びがあることと、経験がすべて
無駄にならず、弁護士としての自分に
還元されるというところだと思います。
弁護士としての知識や経験はもちろん、
私生活での経験も依頼者の方や事件を
理解するのに役立つので、生きている
だけで丸儲け的な感じがあります。

ただ、私がこれだけ楽しい楽しいと
言って過ごせてきたのは、本当に事務
所、事務員さん、委員会などでお世話
になっている先生方、家族をはじめと
する周りの人たちの助けのおかげなの
で、感謝の気持ちを忘れずに人として
の魅力（が結局弁護士としての自分に
繋がるのです）を高めていきたいと思
います。

最後に、この原稿のために近影をと
言われたので大急ぎで証明写真を取り、

10年を振り返る

森川　順（62期）

Before After

でき、未来の世代にも責任がある社会
とはどういうものかを模索する必要が

あり、自分もそのために何かできれば
と思っています。

原 稿 を 書 く に あ
たって、「弁護士と
して 10 年」と胸を
張って述懐できるか
というと甚だ心許な
いが、この 10 年を

振り返ってみた。
登録時に就職した事務所で勤務弁護

士を４年した後、長男を出産し、復帰
とともにパートナーとなった。その後、
３年毎に出産して三男児の母となり、
この 10 年間で生活は一変した。

慌ただしい日々の中、弁護士を続け
られているのも、同業の夫、双方の父母、
子どもたち、友人、そして所属する事
務所の先生方と事務局の方々のおかげ
である。本当に感謝してもしきれない。

弁護士８名が在籍する事務所で、女
性は１人（現在も）。孤独を感じていた
新米時代、春秋会の女性先輩方が発起
人となって、仕事の悩みや経験談を共
有しあう会を開催してくださったのは、
本当にありがたかった。10 年経って、
当時の先輩方と同じような年次となっ
たが、自分自身が、先輩方と同じこと
を後輩にもしているかと問われると本
当に心苦しい。

新米時代は、仕事に慣れるのに必死
で、何をするにも時間がかかった。恥
ずかしい話だが、自分の未熟さに目を

背け、早く年を取りたい、女性は不利
だと、やさぐれた考えに陥ったことも
あった。夕食は、事務所近辺で外食か、
購入した加工食品で済ませ、また事務
所で仕事をする。数年そんな生活をし
ていたところ、体調を崩し、健康診断
でも要精密検査となった。細胞診に、
組織診まで行い、やっと疑いは晴れた
が、ここがターニングポイントとなっ
た。改めて自分が常識と思い込んでい
た身体や医療への考え方を見直す契機
となり、「身体は食べたものでできてい
る」という当然のことを再認識するに
至った。その後、妊娠出産を経て、そ
の認識は強固となった。

第一子の育休復帰直後の鮮烈な身体
の感覚は忘れられない。事件に取りか
かろうとすると吐き気がするのである。
休業前は感覚が鈍磨して気づかなかっ
たが、やはり弁護士の仕事はストレス
フルで、常に緊張を強いられることを
痛感した。そして、長年この仕事に従
事している諸先輩弁護士に対し、改め
て尊敬の念を抱いた（そして心身のケ
アの重要性も）。

育休復帰後は、育児と仕事の両立を
模索し、ただ流されるように目前のタ
スクをこなすだけの日々であったが、
次第にそれすら限界を感じるように
なった。溺れそうな日々、ひたすら苦
しく、第三子妊娠中に、自分の中で何
かが弾けたような気がした。今更であ
るが、自分に向き合う日々を送ってい
る。

10年目のリアル

森内彩子（62期）
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2009 年 に 登 録 し
た 当 時、 ま だ パ カ
パ カ 携 帯 を 使 っ て
い ま し た。 日 本 で
は 2008 年７月に初
め て iPhone が 発

売されたようで、登録した頃に周りで
iPhone を使っている人などほとんど見
たことありませんでした。あれから 10

年が経ち、いまは大半の人が iPhone な
どのスマホを持っています。当時は「こ
んな高い携帯電話、必要ないだろう。
何に使うのか？」と思っていましたが、
この便利さに慣れてしまったら、もは
や元のパカパカ携帯には戻れません。

スマホ以外にも便利な機器や技術が
どんどん産み出されています。2018 年
９月に実施された春秋会 60 周年記念講
演で、石黒先生は、これから加速度的
にＩＴ技術が進歩し、人生において「学
習」に要する時間の割合が増加すると
予測されていました。今まで何の価値

10年を過ぎて

矢吹保博（62期）

10 年前の自分と見比べてみました。あ
まり変わっていないつもりが、しっか
り年を取っていました。

もなかったモノやコトに対し、突如と
して新たな価値が付与され、社会を変
革させる原動力になることがあります。
私自身、常に新しい価値観や意見に対
してアンテナを張り続け、それまで自
分が持っていた価値観や意見を磨き続
け、新しいモノやコトを積極的に取り
入れなければ、すぐに、必要とされな
くなってしまうと感じています。

先日、「現代ホスト界の帝王」と呼ば
れる ROLAND のファンクラブに入会
しました。ROLAND のファンのことを

「ローランダー」と呼ぶそうです。いわ
ゆる ROLAND 語録（名言？迷言？？）
で有名ですが、ROLAND が多くの人か
ら支持される理由はそれだけではない

と思います。トップとしての意思決定
の早さと的確さ（自身がオープンさせ
たホストクラブを、新型コロナウイル
スの影響で安全かつ満足のいくサービ
スを提供することができないと判断し、
速やかに閉店させた）や人の心理を理
解した言動など、どのような時代であっ
ても普遍的に通用する価値観も持ち合
わせているからではないでしょうか。

これから 10 年後はどのような社会に
なっているのか想像もつきません。新
しい価値観を受け入れる寛容性と、普
遍的な価値観。10 年前に、ホストのファ
ンクラブに入るとは想像もしていませ
んでした。ということで、おすすめの
ファンクラブがあれば教えてください。

春秋会に入会した
10 年 前、 新 人 歓 迎
会であたたかい激励
をいただき、諸先輩
方と同じ弁護士とし
てこの場にいるのだ

と身の引き締まる気持ちだったことを
思い出します。また、親睦委員の末席
に加えていただき、新しく企画された
ビアパーティなどに参加して、親睦委
員長を始めとする先生方の企画力や司
会力の高さにただただ驚いたことも懐
かしい思い出です。

それから 10 年が経ち、弁護士として

だけではなく、夫婦として親としての
役割も増えました。もともとマルチタ
スクが苦手な一点集中型ではあったも
のの、育児開始後はあまりの両立ので
きなさに愕然とし、子育てや介護その
他の家庭生活をしながら仕事に注力す
ることのすごさをあらためて感じまし
た。

まだまだ試行錯誤中ではありますが、
夫との分担や（朝家事を全面的に担っ
てくれています。）、子どもの成長にも
助けられながら（コロナ休校中には料
理の手伝いなどもしてくれました。）、
段取り力も徐々にマシになってきたよ
うに思います。日々の生活での気づき
をこれからの業務にも生かしつつ、弁
護士として親としてまた成長していき
たいと思っています。 10 年 経 過 し た と

き、胸を張れるよう
な 成 果 を あ げ ら れ
ているだろうか、と
毎年先輩方の 10 周
年の記事を拝読する

たびに焦っていた。しかし、その後も、
画期的な解決を導いたわけでもなく、
特定の分野について専門性を高めたわ
けでもなく、気が付けば 10 年も経過し
ていた。

過去の事件リストをみてみると、様々
な思い出が蘇り感慨深い。一般民事・
家事事件から、国際調停や海外の相続
手続、さらには弁護団事件まで、本当
に幅広く担当させて頂いた。初めて担

当した少年事件では保護観察処分に
なった数日後に少年が行方不明になり、
落ち込んだ。渉外事件では、桁違いの
スピード感を要求された上、10 年目に
もなってボスに原形をとどめないほど
書面を訂正され、やはり落ち込んだ。
落ち込んでばかりである。法律家とし
て興味深い事件もたくさんあったが、
印象に残っているのは、やはり依頼者
が喜んでくださった案件である。「先生
にお願いして本当に良かった。」という
一言の威力は抜群で、10 年経ったから
といって褪せることはない。振り返っ
てみて、依頼者の喜ぶ顔がたくさん思
い浮かぶのだから、まぁよしとしよう。

さて、新しい 10 年をどうしようか。
がむしゃらに働いている間に「ワーク
ライフバランス」なんて言葉も時代遅
れになってしまった。時間の有効活用
をどこまでも追求し、いつしか、時間

10年を振り返って

森下文恵（62期）

10年を振り返って

矢吹遼子（62期）
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思てたんと全然違
う。弁護士登録から
10 年が経っての感
想です。

受験生、司法修習
生のころに思い描い

ていた弁護士像とは似ても似つかない
弁護士になっています。青臭かった頃
の僕は、まるでドラマの主人公にでも
出てきそうなシュッとしてパリっとし
た、華やかなものを想像していたので
すが、現実はそうなりませんでした。

ですが、その現実は受け入れ難いと
いうものではなく、それはそれは楽し
いもので、今までお世話になった方々
には心から感謝しております。また、
感謝とともに、今後も応援していただ
ければ幸いです。

この 10 年で一番印象に残っているこ
とは、やはり５年目に入った時点で独
立したことです。登録した当初からい
ずれは独立ということは頭にあったの
ですが、周囲からの応援もあってよう
やくこの時期に独立することができま
した。

同期の吉田英善先生の事務所に合流
する形で「明誠法律事務所」を立ち上
げ、2017 年には難波泰明先生にもパー
トナーとして合流していただきました。

吉田先生、難波先生の優しさは海より
も深く、勝手気ままな僕を見捨てずに
いてくれています。また、無茶な仕事
の振り方をしてしまっても、文句も言
わずきっちりと仕事をしてくれる事務
員の方々にも助けられています。事務
所の皆さんには感謝してもしきれませ
ん。

そして、やはり一番感謝しなければ
ならないのは家族です。妻とは今年の
３月で結婚 10 周年でした。この 10 年間、
仕事ばかりを優先していて、家族との
時間はほとんどなかったと思います。
それにもかかわらず、10 周年という奇
跡的な記念日を迎えられたのは、妻の
我慢と努力の賜物です。心から感謝し
ています。　

これからはもう少し真っ直ぐ家に帰
るように鋭意努力いたします。

　
事務所の皆さん、会派の先生方、家族、

お客さん、、、お世話になった方々への
感謝の気持ちはここに書ききれません。

ただ、よくよく考えてみると単に 10
年が経ったというだけで、お客さんか
らしたら「どうでもいいから早よ仕事
せーよ。」となるだけなので、そろそろ
仕事に戻ります。

初心を忘れず、これからも精進いた
しますので、ご指導のほどよろしくお
願いします（懐かしい修習生の身分証
がでてきたので、これを写真にしまし
た）。

10年の記

横藪達広（62期）

弁 護 士 登 録 を し
て か ら 今 日 ま で の
約 10 年間は、私に
とてもたくさんの私
生 活 上 の 変 化 を 運
ん で き て く れ ま し

た。2012 年に結婚、2014 年に長男誕生、
2017 年に長女誕生。登録当時、独身だっ
た私が、今では２児の父です。

一方、少なくとも主観的には、弁護
士としての私にそれほど大きな変化は
ありません。10 年前、弁護士登録をし
た当初は、弁護士 10 年目など、遠い将
来の話で実感をもって想像することが
出来ませんでした。ただ、漠然と弁護
士 10 年目ともなれば、経験や知識が増
えて、登録当初よりは楽に事件の処理
が出来るのかと思っていました。しか
し、実際にはそんな夢のような話はな

く、10 年がたった今も、わからないこ
とばかりで、日々悩み、日々迷い、日々
苦しみながら事件と向き合っています。

ただ、今にして思うのは、10 年間大
きな変化なく弁護士を続けられたのは
ありがたいということ、登録当初と同
じように日々新しい問題に直面しなが
ら仕事ができることは大変恵まれてい
るなということです。また、私が、そ
のような環境にいられるのは、所属事
務所の方々、家族、依頼者、同期等々
周りの人達のおかげだと思っています。

今から 10 年後を考えた時、弁護士と
しての私にどの程度の変化があるのか
全く分かりません。ただ、現時点で思
うことは、今と同じように、日々新し
い事件に悩み迷い苦しむ弁護士でいら
れればと思っています。私生活では、
結婚 18 年目、思春期に突入した子ども
達に右往左往していられればそれに越
したことはありません。

10年はほんとに早い

山澤祐介（62期）

に追われている方が落ち着くように
なってしまっていた。さすがにこれで
はまずいと思っていた矢先のコロナ騒
動。折しも、自身も二児の母になり、
働き方を考え直す良い機会を得た。

まずは、もう少し積極的に勉強時間
を確保し、これから自身が注力してい
く分野についてじっくり専門性を高め
ていきたい。また、恥ずかしながらこ
れまであまり積極的ではなかった公益
活動にしっかり取り組んでいきたい。
自身の経験を経て、育児と仕事を両立
させることの大変さを認識するととも

に、緊急事態宣言下で勤務先に妊娠と
いう事情を配慮してもらえない友人ら
の話を聞き、出産という大役を担う女
性が十分な支援を受けられない状況に
大きな疑問を感じた。まだ何も踏み出
せていないのだが、働く女性を支援す
る活動をしていきたい。

結局、育児も仕事もどちらも制約で
きず、「働き方を考え直す」と言いなが
ら、またがむしゃらに働く 10 年になり
そうである。が、仕事も大好きなので、
まぁそれでもいいかなと思ったりもす
る。
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振り返っていると
いつの間にか 10 年
も経っていたという
のが率直な気持ちで
す。目の前の事件に
取り組んでいたら、

いつの間にか 10 年が経過していたとい
う感じです。自分が登録した当時の 10

年目の先生方を思い返すと、自分が十
分に成長できているのか、不安に思っ
てしまいます。 

この 10 年間で一番大きな変化は、昨
年 10 月に、独立したことです。これま
で、池田第一法律事務所において、村
瀬先生の指導の下、様々な事件に取り
組んできました。それまでは、事件の
事ばかり考えていましたが、独立する
と、イソ弁時代とは異なり、事務所経
営など、事件以外に取り組まなければ
ならないことが増え、独立当初は、と

10年間を振り返って

和田信也（62期）

弁 護 士 登 録 時 は
10 年後なんて考え
られないほど先のこ
とでしたが、あっと
いう間に 10 年目だ
ということに驚いて

います。
昨年、堺にある同期の西田敦さん、

真鍋直樹さんの事務所に移籍し、今年
３月、事務所名を新たにしました。事
務所名を考えたのは初めてでしたが、
３人で「堺」というキーワードから連
想ゲームのように名前を考えるのは楽
しい作業でした。とはいえ簡単には決
まらず、昨年の４月頃から新しい事務
所名を考えようねと言いながら 12 月も
中旬になり、新年度に間に合うよう早
く決めなきゃとお尻に火がついたもの
の最終的に名前が決まったのは今年の
２月ですから、決まった時にはお尻か

ら煙がボウボウ出ていたに違いありま
せん。ちなみに、「燈（ともしび）法律
事務所」の「燈」は、堺の灯台から発
想を得て名付けました。

また、今年は新型コロナウイルスの
流行で、打ち合わせや会議をリモート
で行うなど、新しい仕事のやり方が出
てきました。顔を合わせずに会議って
どうなのかなぁと思っていたら、なか
なかの臨場感。画面共有で資料も一緒
に見ることができるなど、やってみた
らなかなか便利で事務所会議も ZOOM
で行っています（西田さん、ありがと
うございます！）。まだ自分で ZOOM
を設定して依頼者と打ち合わせをした
ことがないので、この原稿が掲載され
る頃までには使いこなせられるように
頑張ります。

次の 10 年がどんな 10 年になるのか
分かりませんが、時代の変化に合わせ
て柔軟に対応していけたらいいなと思
います。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致し
ます。

10年目を迎えて

和田　香（62期）

てもせわしいものでした。
また、この 10 年、縁あって、様々な

弁護団活動に携わらせて頂きました。
この間、兵庫尼崎アスベスト弁護団、
ノーモア被爆者訴訟弁護団、生活保護
基準引き下げ違憲訴訟弁護団等に加入
し、弁護団の他の先生方から、色々と
学ぶことができました。

委員会活動においても、現在、貧困・
生活再建問題対策本部のメンバーとし
て、生活困窮者自立支援法に基づき、

生活困窮者の法律相談を担当すること
が多くなり、様々な法律相談を受けて
いますが、次の 10 年は、このような貧
困に関する法律相談が少なくなってく
れればいいと思っております。

こうした中で、春秋会の活動には、
残念ながら、めっきり足が遠のいてお
り、申し訳ない気持ちでおりますが、
次の 10 年も、どうぞよろしくお願いい
たします。
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9期
	 石川 元也

橋本 　敦
山口 伸六

11 期
	 宇賀神　直

小林つとむ
藤本 　清

12 期
　井関 和彦

川村 俊雄
　三橋完太郎

13 期
	 赤沢 敬之

小林 保夫
　得津 正凞

14 期
	 久保井一匡
　増井 俊雄

15 期
	 杉山 　彬
　滝井 朋子
　東垣内	　清

16 期
	 中嶋	 邦明

17 期
高島 照夫
浜口 卯一
　
18 期
	 青木 永光

石橋 一晁

熊野 勝之
林 正明
細見 　茂
山下 　潔

　山村 恒年
　
19 期
　赤坂 久雄

大兼 利夫
辛島 　宏
谷　五佐夫
徳田 　勝

　福山孔市良

20 期
	 佐々木 信行

辻 公雄
西岡 芳樹

　安木 　健

21 期
	 大川 真郎

柴山 譽之
中山 嚴雄
平山 正和
三上 孝孜

　宮﨑 　誠

22 期
	 稲田堅太郎

大深 忠延
菅 充行
寺沢 勝子
寺沢 達夫
戸谷 茂樹
山田 庸男

23 期
	 伊勢谷倍生

井上 善雄
浦 　功
大江 洋一
桐山 　剛
豊川 義明
森野 俊彦

24 期
	 赤澤 博之

蒲田 豊彦
島川　　勝
松森 　彬
丸山 哲男

25 期
	 金子 武嗣

谷口 　進
松丸 　正

　吉岡 良治

26 期
	 大野 町子

島津 和博
津留崎直美
出水 　順
中川 秀三
中川 泰夫

　細川喜子雄

27 期
	 木内 道祥

斎藤 　浩
桜井 健雄
西枝 　攻
平栗 　勲
松尾 直嗣
三木 俊博

　渡辺 和恵

28 期
	 池田 啓倫

石田 法子
北本 修二

　藤原 猛爾

29 期
	 伊賀 興一

岩嶋 修治
小杉 茂雄
芝原 明夫
平井 慶一
間瀬場　猛
水田 利裕

　山口 健一

30 期
	 上山 　勤

関根 幹雄
谷　智恵子
早川 光俊

　松井 忠義

31 期
	 齋藤ともよ

澤田 　隆
福本 富男
正木みどり

　宮地 光子

32 期

	 関戸 一考
提中 良則
段林 和江
松原 伸幸

　的場 俊介

33 期
	 岩田研二郎

岡崎 守延
河村 利行
坂田 宗彦
田窪 五朗
乕田喜代隆
中西 裕人

　森下 　弘

34 期
	 青本 悦男

出田 健一
岩永 惠子
梅田 章二
中井 康之
宮崎 裕二
宮崎 陽子

　村松 昭夫

35 期
	 国府 泰道

齋藤 眞行
杉本 啓二
田中 　茂

　
36 期

	 土谷 　明
長野真一郎
西村 　健
福田 健次
松田 繁三
村本 武志
柳村 幸宏

　山内 良治

37 期
	 池谷 博行

石井 教文
加藤 安宏
空野 佳弘

春秋会　会員名簿 德井 義幸
原田 次郎

　山下 　誠

38 期
	 飯田 和宏
　井上	 直行
　岡村	 久道
　岡村	 泰郎
　田中 義信

長岡麻寿惠
丹羽 雅雄
福森 亮二
増田 勝久
村上 久德
森 信雄
山﨑 敏彦

　横山 精一

39 期
	 井奥 圭介

池田 直樹
今村 峰夫
鎌田 幸夫
木村圭二郎
下村 　泰
城塚 健之
杉本 吉史
田島 義久
濵岡 峰也

　山﨑 国満

40 期
	 市川 　智

岩城 　穣
中井 洋恵
西 　晃
松田 成治
山西 美明

　吉田 　肇

41 期
	 青木 佳史

秋田 仁志
秋田 真志
岩城 　裕
黒瀬 英昭
佐井 利信
財前 昌和
巽 昌章
田中 　厚
日高 清司
平野 惠稔
細見 孝二
松本 七哉
茂木 鉄平
吉田 之計

　吉田 義弘

42 期
	 加藤 高志

岸本由起子
長添 　節
峯本 耕治
村田 浩治

　雪田 樹理

43 期
	 池口 　毅

浦川 義輝
菊元 成典

　崔 信義
青海 利之
妹尾 純充
谷 英樹
中 紀人
宮下 尚幸

44 期
	 井上 洋子

斎藤 英樹
住川 和夫

松本 康之
　湯川 健司

45 期
	 李 　義

宇賀神　徹
神山公仁彦
河原林 昌樹
坂本 　団
豊島 達哉
中嶋 　弘
藤木 敏之
宮岡 　寛

　村井 　潤

46 期
	 飯島 奈絵

大久保康弘
奥村 秀二
越尾 邦仁
小林 徹也
島尾 恵理
下川 和男
長尾 博史
野上 昌樹
平尾 宏紀

　八木 倫夫

47 期
　井上 楸子

岩谷 　基
岩本 　朗
江口 拓哉
勝井 映子
黒田 　愛
篠原 俊一
白出 博之
乘井 弥生
濵田 雄久
原野早知子
眞継 寛子

莚井 順子

48 期
	 大川 　治

岡本 　岳
河原 　誠
白倉 典武
高江 俊名
長澤 哲也
鍋本 裕之
林 邦彦
藤井 美江
堀内 康徳

　村瀬 謙一

49 期
	 伊加井 義弘

石原 真弓
伊藤 妙子
河野 　豊
北岡 弘章
木村 重夫
佐藤 吉浩
杉島 幸生
田中 一郎
中村　和洋
二宮 誠行
村上 博一
山本 健司
吉田 昌功

50 期
　有村とく子

上田 　純
小川 和恵
小野 昌史

　中島 宏治

51 期
尾崎 一浩
加藤 知徳

上出 恭子
川上 　良
河村 　学
小橋 るり
田中 史子
西村 勇作
松井 淑子
山本 　淳

　由良 尚文

52 期
東　実一郎
七堂 眞紀
高橋 　徹
竹平 征吾
寺尾 　浩
徳田 　琢
中筋 利朗
中原 　修
野村 祥子
平山 敏也
増田 　尚
増田 広充
松本 智子

53 期
愛須 勝也
奥村 裕和
小関 伸吾
崎原 　卓
中西 　基
半田みどり
吹矢 洋一
藤田さえ子
松本 光右
牟禮 大介

54 期
井上 耕史
大西 克彦
塩田 　勲



　　　　  　　72　│　春秋103号 春秋103号　│　73　　　　  　　

鈴木 節男
南石 知哉
原　啓一郎
湯原 伸一

55 期
石橋 徹也
稲吉 大輔
今春 　博
大江 祥雅
大前 　治
甲斐みなみ
國本 依伸
清水 伸賢
末弘婦紗子
中森 俊久
西原 和彦
原 正和
飛岡恵美子
三好 吉安

56 期
青砥 洋司
今井 　力
植村 弘樹
尾形 信一
西念 京祐
橋本 智子
長谷川 武治
古本 剛之
森平 尚美

57 期
家郷 資大
宇都宮 一志
大森 　剛
奥津 　周
小野 順子
河合 順子
川島 裕理
小瀧 悦子

新村 　守
菅野 園子
角谷洋一郎
富山 聡子
東山 　俊
藤木 達郎
普門 大輔
堀川 智子
溝上 絢子
峯田 和子
宮本 　剛
向井 啓介

58 期
奥田 愼吾
奥村 昌裕
越知 覚子
唐﨑 浩司
熊谷 卓也
佐藤 　俊
須井 康雄
中島 康之
中平 　史
名波 大樹
林堂 佳子
山口 昌之
若松 　薫

59 期
安達友基子
浦 寛幸
奥田 昌宏
斉藤 紀代
十川由紀子
田中 智晴
藤内 健吉
松尾 洋輔
間野 泰治
山室 匡史
吉岡孝太郎
梁 栄文

渡邊　一誠

60 期
青木 重人
池本 順子
浦田 悠一
大久保貴彦
岡本 大典
笠原 麻央
門松 真由
川口 哲生
川﨑 真陽
瓦井 剛司
木虎 孝之
木下 威英
金 英哲
河野 雄介
小坂梨緑菜
佐々木 　章
高田 真司
高橋 昌子
髙橋 礼雄
高橋 俊之
竹中 宏一
立野 嘉英
谷 真介
豊田 祐介
長瀬 信明
広瀬元太郎
松尾 友寛
三上 　岳
安木 志保
梁 龍成

61 期
東 尚吾
荒木晋之介
飯田 幸子
石飛 優子
樫元 雄生
河合 基裕

川﨑 拓也
喜田 崇之
髙坂 明奈
下迫田 浩司
忠政 貴之
辰巳 創史
團野 彩子
林 弥生
弘川 欣絵
藤井 恭子
牧 亮太
松嶋 依子
宮下 泰彦
村田 充章
柳 勝久
山元 真里
吉岡良太郎

62 期
足立 啓成
遠地 靖志
小野 俊介
片岡 　牧
河田 智樹
具 良鈺
楠 晋一
黒田 佑輝
近藤 祥文
佐々木 和弘
柴山 慶太
柴山 英輝
舘 康祐
田端 孝規
寺川 　拓
中辻 大輔
中村ちとせ
西川 大史
西田 　敦
野矢 伴岳
福田 美紀
藤原 正人

藤原 　航
星野 純子
舞弓 和宏
室谷光一郎
室谷 悠子
森内 彩子
森川 　順
森下 文恵
矢吹 保博
矢吹 遼子
山澤 祐介
横藪 達広
和田 　香
和田 信也

63 期
池上 由樹
池田 尚弘
岩佐 賢次
植木 和彦
氏家真紀子
笹谷 竜二
繁松 祐行
関戸 京子
高橋 早苗
田中 宏岳
中村 里香
福岡 洋一
福﨑 　浩
藤原 智絵
山下 侑士
山中 有里

64 期
石原　浩史
犬飼 一博
岩田 和久
枝川 直美
角崎 恭子
小西 基皓
菰口 高志

佐々木正博
杉田 哲明
染川 智子
谷川 直人
中峯 将文
南部秀一郎
西原みなみ
原田隆之介
松本 昭人
松森 美穂
宮本 亜紀
渡部真樹子

65 期
上田 浩史
柏木 理沙
片山 直弥
金子 哲也
黒田 祐史
斎藤 亮太
齊藤 優摩
砂川 辰彦
高田 知美
竹内 昭夫
田積 祥子
中井 宏二
檜山 智志
藤下 祥子
古山 隼也
前川 宙貴
松山 純子
森 瑛史
両角 麻子
柳本 千恵
山田 寛子
吉村 友香

66 期
	 飯田 亮真

伊藤 知佐
馬越 俊佑

岡村 峰子
清水 　周
眞並万里江
杉田 峻介
月田紗緒里

　津田 裕行
鶴見 泰之
　仲尾 育哉

野条 健人
橋本 太地
林 祐樹
日裏 英憲
堀 智弘
村上 秀人
守田 　恵
森本 祐介
柳 知幸

67 期
生田 博之
石田 明子
井上 将宏
上杉 将文
上田 雅貴
奥野 祐希
小野 　宙
鍵田 佳成
河端 　直
木場 晶子
櫻井 　聡
下枝 歩美
田村 　瞳
西川 満喜
西川 正樹
稗田 隆史
平林佳江子
細田 直人
安田 知央
安原 邦博
柳本 哲享

68 期
網本 知晃
荒木 　誠
甲斐 一真
加藤 　卓
日下部 太一
戀田 　剛
佐伯 紀明
鮫島 千遥
清水 亮宏
瀬邉 祐司
高山 竜嗣
塚井 一将
鶴山 昂介
手代木　啓
冨田 真平
前野 陽平
山西 里沙
吉留 　慧
渡邉 春菜

69 期
阿武 修平
池田 健人
今井 綾香
宇根 駿人
大久保貴則
髙 一成
腰田 将也
佐野 翔平
城島 　活
関 大河
髙田 脩平
高橋 誉幸
富田 詩織
中原 大雄
西川 裕也
信吉 将伍
別所 大樹
森 佳介
山上 　誠

山本 美愛
吉村 　歩
淀川 　亮

70 期
池田佳菜子
稲生 貴子
王 宣麟
小野 隆大
加苅 　匠
杉野 文香
鷹谷 信和
富井 和哉
中廣 利貴
根本俊太郎
福竹 　亮
松本 実華

71 期
足立 敦史
井上 雅昭
上林惠理子
北本 純子
口元 一平
河野 哲平
佐久間 ひろみ
城使 洸司
杉野 龍太
谷本 英雄
永井 大稀
永田 順子
西 祐亮
西川 翔大
原田 恭徳
船越 智晴
村本 健司
李 厚潤
脇山 美春
渡辺 　洋

72 期
明石祐一郎
秋山	 朋毅
井上	 鉄平
岩﨑	 翔太
小村	 麻子
川村	 遼平
倉橋香緒莉
才木	 晴幹
新	 和章
鈴木	 悠太
内貴梨咲子
中江	 友紀
中西	 教子
中西翔太郎
中村	 伸二
鳴尾	 光記
西口加史仁
堀ノ内佳奈
満村	 和樹
南	 七重
宮﨑信二郎
湯浅	 彩香
弓削	 雄翼

　（2020年●月●日現在）
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編集後記

有村　とく子（50 期）

　免疫力を下げないために、睡眠時間は最低 7 時間確
保し、寝足りないときは上手に居眠りをして補い、バラ
ンスの良い食事をし、よく歩き、笑い、深呼吸し、お風
呂に入り、できる限り清らかな、美しいものに触れるこ
とを心がけています。こういうことを意識してやらなあ
かんなんて、私たち、本当に大変な時代に生きているん
ですよね。だけど、少しはまともなものを次の世代に引
き継げるようにしないとな ･･･。

中森　俊久（55 期）

　コロナウイルスの流行による経験のないことばかりの
日々。人間の無力さを改めて感じさせられます。本年度
の広報委員は総勢 15 名。学生時代の新聞部に入った気
持ちで、楽しみながら作業を進めて参りました。コロナ
特集に加え、滝井朋子弁護士のインタビュー記事、室谷
光一郎弁護士の寄稿、いずれも読み応えがございます。
是非ご一読下さい。

浦　寛幸（59 期）

　電子機器に疎い私なのに、大学の講義をＺＯＯＭで行
うことになってしまい、ＺＯＯＭの使い方を覚えさせら
れ、広報委員ではチームスで原稿管理するとかでアカウ
ントを取得させられ、その後、依頼者からは、チーム
スじゃないとだめなんですとか言われて、チームスの使
い方を覚えさせられ、デスクトップにカメラがないとか
言ったら、依頼者から買うように言われ、いつの間にか、
ＺＯＯＭもチームスも対応可能な職場環境が出来上がっ
てしまいました。時代の変化についていくのは大変だと
思った今日この頃でした。

広瀬　元太郎（60 期）

　編集後記までお読みくださりありがとうございます。拙文
が、みなさまの目に留まるころも世の中はコロナ、コロナと
言っているのでしょう。
　今回のコロナの件を経験して、日本は憲法ミュージカルの
描く時代から進歩してないということを痛感しました。「大日
本国防婦人会」ならぬ「自粛警察」が、「国民一丸となって
自粛しておるのに、貴様は、旅行や帰省をしているのか！非
国民め」と騒いでいます。マスコミは、自粛警察庁長官として、
観光地に取材に行って、非国民をさらしあげます。
　戦時中っていうのは、こういう雰囲気だったのですね。勉
強になりました。ちなみに私は非国民です。オリオンビール
は現地で飲むのが最高です。

 　木場　晶子（67 期）
　

　コロナ年表を作成したのですが、本当に多岐にわたる影響
に震撼する次第です。幸いにして大きな影響を受けず、むし
ろ気になっていた事件が捗って良かった面もあるのですが、

改めて人と気軽に会えることの有難味を思い知りました。コ
ロナ後の世界は正直慣れないところも多いですが、コロナの
第２波、第３波にのまれずに、時代の波を乗りこなしたいと
思います。

 　加藤　卓（68 期）
　

　今年度は写真担当として広報委員会に関わっております。
表紙写真は、渓流にぽつりと佇む勝尾寺のダルマです。前号
の裏表紙でもダルマを採用いただいたのですが、有村前委
員長に高くご評価いただき本号では表紙に格上げとなりまし
た。
　勝尾寺は所狭しと並ぶダルマで有名ですが、今思えばこの
ダルマはソーシャルディスタンスを保ち、来るコロナ禍に備
えていたのかもしれません。

　鮫島　千遥（68 期）
　

　新型コロナ禍の影響で、皆さんの生活も少なからず制限
されたことと存じます。今回の秋号でも、新型コロナ禍に
関する記事を多く盛り込んでいますが、いつか見返してい
ただいたときに、こんな大変なこともあったね、と思える
余裕のある未来が早く来てほしいです。

　吉留　慧（68 期）
　

　今年は、開催されるはずであったオリンピックが延期さ
れ、コロナの猛威もあり、仕事・生活に大きな影響があっ
たものと思います。
　今回の秋号には、コロナ禍の中でも創意工夫され業務を
行う先生方の記事もあります。ぜひご一読頂き、参考にし
て頂ければと思います。

　髙　一成（69 期）
　

　新型コロナの影響で運動する機会が激減しました。体が
重く感じる毎日です（体重も増えましたが未だベルトに肉
は乗っていないです。）。時勢に影響されない健康管理法を
模索中です。
　秋号は新型コロナ関連のみならずおもしろい記事が盛り
だくさんですので、是非ご一読ください。

　信吉　将伍（69 期）
　

　コロナ禍の影響もあり、Zoom や Teams の利用がます
ます進んだ印象があり、今年度の広報委員会では、本会報
の作成過程でも、Zoom や Teams は度々利用されており
ました。こういう関係に疎い人間としては、率直に便利だ
なと感じています。
なお、広報委員会では流行りの？ Zoom 飲みも開催されま
した。普段の飲み会だとしないであろう「絵しりとり」な
るものをすることとなり、私の絵が全く伝わらずしりとり
が続かなかったのも良い思い出です。

　根本　俊太郎（70 期）
　

　本号でもコロナウイルス関連の記事を取り上げています。
コロナのニュースはもううんざり、という方も多いかもし
れませんが、コロナであっても身近な人の話題であれば興
味を持って読んでもらえるのでは、という狙いが本号には

（多分）あります。「みんな家でこんなことしてるんだなあ」
と素朴な気持ちで読んでもらえればと思います。

足立　敦史（71 期）
　

　広報委員２年目に入りました。春秋会の役割や活動につ
いて徐々に理解してきましたが、まだまだ日々の業務に手
一杯で、広報委員会のお役に立てておりません。広報委員
会には、「やるからには楽しんで！」というモットーがあり
ますが、中森委員長のもと、いち早くモットーを実現でき
るよう取り組んで参ります。すみません。表現が硬すぎて
楽しめていないですね。今後とも会報をお楽しみください。

佐久間　ひろみ（71 期）
　

　１月に話題になっていたころはあまり気にしていなかっ
た新型コロナウイルスですが，あっという間に生活の中に
入り込んできました。少し前まで裁判所のオンライン化に
ついていけなかった私も，Teams を理解するようになりま
した。ものすごい影響力です。我が家のニャンコは，テレワー
クをする私のパソコンを横切り，変なボタンを押しては私
に怒られたりしておりました。いつ収束するのか見えませ
んが，臨機応変に対応していきたいと思います。

才木　晴幹（72 期）
　

　昨年 12 月の弁護士登録から、弁護士１年目も早くも半
分が過ぎました。あっという間の日々だったと感じます。
また、この間、コロナ禍によって裁判の期日が一斉に取り
消されるなど、何十年も弁護士をされている先生でも経験
しないようなことを経験しました。後から振り返っても、
忘れられない１年になりそうです。広報委員会の一員とし
て、今回の出来事を記録に残し後世に伝えるという使命も
果たしていきたいと思います。

中西　教子（72 期）
　

　弁護士になって 7 か月経ちました。弁護士になる前に想
像していた姿より良いものにみえる部分と、その逆にみえ
る部分とがあります。その中で、自分が少しでも人として
成長できていれば良いなと思っています。
　コロナの影響のもと、様々なことが変則的だったと思い
ますが、兄弁や姉弁たちは、時勢に合わせながら、堂々と
仕事をこなしておられました。その言動に学ぶことが多かっ
たです。
広報委員として、できる限り何かのお役に立てるように、
この一年頑張っていきます。
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